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は
じ
め
に

〔
第
二
〇
巻
第
一
号
〕

第
一
章

有
賀
長
雄
の
時
代
（
一
八
九
八
年
二
月－

一
九
一
一
年
一
〇
月
）〔
第
二
〇
巻
第
一
号
・
第
三
号
〕

第
二
章

大
庭
景
秋
の
時
代
（
一
九
一
一
年
一
一
月－

一
九
一
四
年
四
月
）〔
第
二
〇
巻
第
四
号
〕

第
三
章

上
原
好
雄
の
時
代
（
一
九
一
四
年
五
月－

一
九
二
〇
年
一
二
月
）

一

第
三
代
社
長
・
上
原
好
雄

二

上
原
時
代
の
経
営
と
編
輯

三

誌
面
の
構
成
と
特
色

四

譲
渡
の
経
緯

五

小
括

〔
以
上
本
号
〕

第
四
章

半
沢
玉
城
の
時
代
〔
前
期
〕（
一
九
二
一
年
一
月－

一
九
三
一
年
一
二
月
）

第
五
章

半
沢
玉
城
の
時
代
〔
後
期
〕
と
小
室
誠
の
時
代
（
一
九
三
二
年
一
月－

一
九
四
五
年
四
月
）

お
わ
り
に

※
本
稿
に
お
い
て
『
外
交
時
報
』
掲
載
の
論
文
・
記
事
は
〔
９５６
〕
の
よ
う
に
号
数
を
付
し
て
示
す
。

一



第
三
章

上
原
好
雄
の
時
代
（
一
九
一
四
年
五
月－

一
九
二
〇
年
一
二
月
（
１
）
）

一

第
三
代
社
長
・
上
原
好
雄

大
庭
の
後
を
継
ぎ
、
三
代
目
の
社
長
と
な
っ
た
上
原
好
雄
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
大
庭
や
有
賀
ほ
ど
詳
か
で
な
い
。

彼
は
一
八
八
三
（
明
治
一
六
）
年
三
月
、
丹
波
地
方
に
生
れ
た
（
２
）。

早
稲
田
大
学
で
法
律
を
学
ん
だ
の
ち
、
満
鉄
の
前
身
に
あ
た

る
野
戦
鉄
道
提
理
部
や
、
日
本
電
報
通
信
社
（
電
通
）
で
働
い
て
い
る
。
大
庭
か
ら
外
交
時
報
社
の
経
営
権
を
譲
り
受
け
た
の
は

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
四
月
ご
ろ
と
推
理
さ
れ
る
が
、
電
通
で
軍
事
記
者
を
し
て
い
た
こ
ろ
か
ら
出
版
業
、
と
り
わ
け
軍
事
関

係
の
出
版
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
。

社
長
に
な
る
ま
で
『
外
交
時
報
』
と
の
つ
な
が
り
は
、
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
有
賀
時
代
や
大
庭
時
代
の
同
誌

に
寄
稿
し
た
記
録
も
な
い
。
前
社
長
の
大
庭
と
の
接
点
も
明
か
で
な
い
が
、
同
じ
報
道
界
に
身
を
置
い
て
い
た
こ
と
や
、
上
原
の

関
心
が
ロ
シ
ア
に
向
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ロ
シ
ア
通
の
大
庭
と
も
人
脈
が
通
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
（
３
）。

二

上
原
時
代
の
経
営
と
編
輯

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
四
月
、
経
営
権
の
譲
渡
と
と
も
に
外
交
時
報
社
は
、
麹
町
区
下
二
番
町
六
八
番
地
に
移
転
し
た
（
４
）。

し

か
し
前
回
と
は
異
り
、
経
営
者
の
交
代
が
誌
上
で
発
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
編
輯
人
兼
発
行
人
に
つ
い
て
も
、
大
庭

時
代
か
ら
引
続
き
倉
沢
理
一
が
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
（
５
）。

そ
の
た
め
多
く
の
読
者
は
、
経
営
者
が
代
っ
た
こ
と
に
も
気
づ
か
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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�

出
版
事
業
へ
の
進
出

社
長
に
就
任
し
た
上
原
は
、
た
だ
ち
に
出
版
事
業
へ
の
進
出
を
決
定
す
る
。
こ
れ
は
外
交
時
報
社
に
と
っ
て
、
新
た
な
試
み
で

あ
っ
た
。

同
社
が
、
創
立
か
ら
一
六
年
あ
ま
り
の
間
に
出
版
し
た
書
籍
は
、
わ
ず
か
五
冊
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
有
賀
時
代
に
出
さ

れ
た
佐
藤
宏
『
両
洋
交
通
論
』（
一
八
九
九
年
）
と
、
大
庭
時
代
の
『
最
近
国
際
関
係
地
図
』（
一
九
一
二
年
）、『
第
二
国
際
関
係

地
図
』（
一
九
一
三
年
）、
そ
し
て
前
出
の
『
列
国
状
勢
図
表
』
全
二
巻
（
第
一
巻
が
一
九
一
三
年
、
第
二
巻
は
一
九
一
四
年
）
の

み
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
『
両
洋
交
通
論
』
は
、
佐
藤
が
書
籍
と
し
て
出
版
す
る
た
め
に
用
意
し
て
い
た
原
稿
を
、
合
併
号
の
記
事

に
流
用
し
た
関
係
で
、
直
後
に
同
社
が
刊
行
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
第
一
章
三
�
３
を
参
照
）。
ま
た
大
庭
時
代
の
四
冊
も
、『
外

交
時
報
』
を
読
む
さ
い
の
参
考
資
料
と
し
て
製
作
さ
れ
、
同
誌
の
購
読
者
に
提
供
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
同
社
は
、

創
立
以
来
、
書
籍
の
出
版
に
本
格
的
に
関
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
上
原
は
、
出
版
事
業
に
当
初
か
ら
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
、
経
営
者
と
な
っ
た
二
か
月
後
に
は
、
早

く
も
『
戦
後
露
国
の
外
交
及
軍
事
』
を
刊
行
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
間
断
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
籍
を
発
行
し
て
お
り
、
立
作
太

郎
『
戦
争
と
国
際
法
』（
一
九
一
六
年
）
な
ど
の
専
門
書
の
ほ
か
、
近
衛
文
麿
『
戦
後
欧
米
見
聞
録
』（
一
九
二
〇
年
）
の
よ
う
な

一
般
向
け
の
本
も
出
し
て
い
る
。『
近
世
経
済
政
策
の
思
潮
』（
松
岡
均
平
・
白
鳥
敏
夫
訳
、
一
九
一
六
年
）
の
よ
う
に
海
外
の
著

作
を
翻
訳
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、『
最
近
支
那
経
済
地
図
』（
一
九
一
五
年
）
な
ど
の
資
料
集
を
編
む
こ
と
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に

一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
か
ら
は
「
通
俗
国
際
文
庫
」
の
出
版
に
着
手
し
、
稲
原
勝
治
『
最
近
の
独
逸
』（
一
九
一
九
年
）
か
ら

牧
野
義
智
『
支
那
の
外
交
関
係
』
下
巻
（
一
九
二
〇
年
）
ま
で
、
合
計
一
二
冊
を
刊
行
し
て
い
る
（
６
）。

こ
の
上
原
が
始
め
た
出
版
事
業
は
、
彼
が
一
九
二
〇（
大
正
九
）年
の
末
に
外
交
時
報
社
を
手
放
し
た
あ
と
も
存
続
し
て
お
り
、

や
が
て
『
支
那
及
び
満
洲
関
係
条
約
及
公
文
集
』（
補
訂
版
、
一
九
三
六
年
）
の
よ
う
な
、
千
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
条
約
集
ま
で
出
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す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
事
業
が
単
独
で
収
益
を
挙
げ
て
い
た
か
は
明
か
で
な
い
が
、
当
時
の
出
版
界
に
お
い
て
、
一
定
の
地
歩

を
築
い
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
（
７
）。

さ
ら
に
上
原
は
、
翻
訳
代
行
業
も
開
始
し
た
。
彼
は
社
内
に
「
翻
訳
部
」
を
設
置
し
、
社
外
か
ら
の
翻
訳
の
依
頼
を
、
有
償
で

受
け
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
翻
訳
部
の
規
模
な
ど
は
詳
か
で
な
い
が
、
当
初
よ
り
英
独
仏
露
西
中
の
六
か
国
語
に
対
応
し
て

い
た
こ
と
、
ま
た
翻
訳
の
正
確
さ
と
期
限
に
は
責
任
を
持
つ
と
明
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
会
社
と
し
て
本
格
的
に
取
組
ん
だ
事

業
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
（
８
）。

�

世
界
大
戦
勃
発
の
余
波

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
の
は
、
上
原
が
外
交
時
報
社
を
継
承
し
た
直
後
の
こ
と
で
あ
る
。
大
戦
の
余
波

を
受
け
、
従
来
の
国
際
的
な
物
流
や
情
報
の
流
れ
に
変
化
が
生
じ
た
た
め
、『
外
交
時
報
』
も
ま
た
、
そ
の
影
響
を
受
け
る
こ
と

に
な
っ
た
。

第
二
〇
巻
二
三
五
号
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
「
緊
急
社
告
」
は
、
そ
れ
ま
で
同
社
が
利
用
し
て
き
た
シ
ベ
リ
ア
か
ら
の
輸
送
経
路

が
、
戦
争
に
よ
り
停
滞
を
来
し
て
い
る
と
し
、
今
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
状
勢
の
報
道
に
も
、
情
報
の
遅
延
な
ど
の
悪
影
響
が
生
じ
る

と
予
告
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
併
せ
て
社
告
で
は
、
日
本
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
情
報
を
、
根
拠
不
明
の
ま
ま
転
載
す
る

よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
と
断
言
し
、「
飽
ま
で
欧
洲
諸
国
の
信
用
あ
る
新
聞
雑
誌
の
記
事
に
親
接
し
て
以
て
確
信
あ
る
記
事
を
作

る
に
努
め
ん
こ
と
を
期
す
」
と
約
束
し
て
い
る
（
９
）。

�

定
価
の
改
定

以
上
の
ほ
か
、
上
原
時
代
の
経
営
に
関
る
事
柄
と
し
て
は
、
頻
繁
な
定
価
の
改
定
が
あ
る
。
第
一
章
で
も
触
れ
た
が
、
創
刊
時

の
『
外
交
時
報
』
の
価
格
は
一
〇
銭
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
定
価
の
変
遷
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

松
山
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論
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発
行
年
月

巻
号
数

定
価

卸
売
物
価
指
数（
東
京
）

備

考

一
八
九
八
年
二
月

第
一
巻
一
号

一
〇
銭

二
二
七

第
五
号
は
附
録
つ
き
一
五
銭

一
八
九
八
年
七
月

第
一
巻
六
号

一
二
銭

二
二
七

一
九
〇
〇
年
四
月

第
三
巻
二
七
号

一
五
銭

二
四
二

第
一
〇
〇
号
の
み
二
〇
銭

一
九
〇
八
年
一
一
月

第
一
一
巻
一
三
二
号

二
〇
銭

二
七
三

第
二
三
二
号
の
み
四
〇
銭

一
九
一
六
年
四
月

第
二
三
巻
二
七
四
号

二
五
銭

五
三
八

一
九
一
九
年
九
月

第
三
〇
巻
三
五
六
号

三
〇
銭

一
一
一
四

一
九
二
〇
年
三
月

第
三
一
巻
三
六
九
号

三
五
銭

八
八
八

一
九
二
〇
年
九
月

第
三
二
巻
三
八
一
号

四
〇
銭

八
八
八

倍
大
号
（
後
述
）
は
倍
額

一
九
二
三
年
九
月

第
三
八
巻
四
五
二
号

五
〇
銭

六
三
六

同

右

一
九
三
九
年
一
〇
月

第
九
二
巻
八
三
六
号

六
〇
銭

－

同

右

一
九
四
五
年
四
月

第
一
一
一
巻
九
五
六
号

六
〇
銭

－

戦
前
期
の
最
終
号

※
卸
売
物
価
指
数
（
東
京
）
は
一
八
六
八
年
を
一
〇
〇
と
す
る
数
字
（
昭
和
期
に
つ
い
て
は
デ
ー
タ
な
し
（
１０
））。

※
有
賀
時
代
に
出
さ
れ
た
合
併
号
と
臨
時
増
刊
号
の
価
格
は
明
か
で
な
い
。

上
原
が
経
営
に
携
っ
た
一
九
一
〇
年
代
後
半
か
ら
二
〇
年
代
初
頭
は
、
世
界
大
戦
の
影
響
で
、
国
内
の
物
価
が
大
き
く
変
動
し

た
時
期
に
当
る
。
そ
の
た
め
、
彼
は
四
度
に
わ
た
っ
て
定
価
を
改
定
し
、
毎
号
二
〇
銭
（
一
九
一
四
年
）
か
ら
四
〇
銭
（
一
九
二
〇

年
九
月
）
に
引
上
げ
た
（
１１
）。

た
だ
し
そ
れ
ら
は
、
最
後
の
一
回
を
除
き
、
同
業
組
合
（
東
京
雑
誌
協
会
）
に
よ
る
一
斉
値
上
げ
の
決

議
に
沿
っ
た
措
置
で
あ
っ
て
（
１２
）、

自
発
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
１３
）。
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三

誌
面
の
構
成
と
特
色

�

ペ
ー
ジ
数

上
原
時
代
の
『
外
交
時
報
』
の
ペ
ー
ジ
数
は
、
大
庭
時
代
と
さ
ほ
ど
変
ら
な
い
。
第
三
一
巻
三
六
四
号
の
よ
う
に
九
〇
ペ
ー
ジ

し
か
な
い
号
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
例
外
的
で
、
大
半
の
号
は
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
か
ら
一
三
〇
ペ
ー
ジ
の
範
囲
に
収
ま
っ
て
い
る
。

な
お
、
第
二
〇
巻
二
三
二
号
は
「
第
二
十
巻
紀
念
号
」
と
銘
打
ち
、
ペ
ー
ジ
も
通
常
の
倍
近
く
（
二
〇
〇
ペ
ー
ジ
）
ま
で
増
や

し
た
が
、
そ
の
後
、
第
三
〇
巻
や
、
創
刊
二
〇
周
年
を
記
念
す
る
号
は
出
さ
れ
な
か
っ
た
。

�

記
事
分
類

１

口
絵

大
庭
時
代
に
中
断
し
た
「
口
絵
」
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
復
活
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
か
つ
て
の
よ
う
に
毎
号
掲
載
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
く
、
上
原
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
一
六
〇
号
の
う
ち
、
二
三
号
に
合
計
二
四
点
が
掲
載
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
（
最
後
の

掲
載
は
第
二
四
巻
二
九
〇
号
）。
従
来
と
同
じ
く
、
政
治
家
や
軍
人
の
肖
像
が
多
い
が
、
紛
争
地
域
の
地
図
な
ど
も
載
せ
ら
れ
て

い
る
。

２

社
説
（
時
論
）

上
原
時
代
に
な
っ
て
も
、
社
説
は
毎
号
一
編
づ
つ
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
八
月
の
改
編
で
、
欄
そ
の

も
の
が
廃
止
と
な
っ
た
（
第
二
二
巻
二
五
九
号
ま
で
）。
大
庭
時
代
と
同
じ
く
、
原
則
と
し
て
無
署
名
で
あ
る
が
、
署
名
つ
き
の

も
の
も
四
編
ほ
ど
見
ら
れ
る
（
有
賀
が
三
編
、
重
徳
が
一
編
）。

「
時
論
」
は
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
の
春
か
ら
登
場
し
た
も
の
で
、
巻
頭
に
掲
載
さ
れ
る
点
が
、
か
つ
て
の
社
説
と
共
通
す

る
。
異
る
の
は
末
尾
に
執
筆
者
が
明
記
さ
れ
た
こ
と
で
、
上
原
時
代
の
も
の
は
「
H
生
」「
半
沢
」「
半
沢
生
」
な
ど
と
な
っ
て
い

る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
後
に
社
長
と
な
る
半
沢
玉
城
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
社
説
と
違
っ
て
時
論
の
方
は
、
か
な
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ら
ず
掲
載
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
（
１４
）。

３

論
壇
（
論
説
）

「
論
壇
」
欄
も
大
庭
時
代
か
ら
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
社
説
と
同
じ
く
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
八
月
の
改
編
で
廃

止
と
な
り
、
次
号
か
ら
「
論
説
」
と
し
て
再
出
発
し
た
。
た
だ
し
内
容
的
に
は
、
そ
れ
ま
で
と
変
っ
た
と
こ
ろ
は
見
ら
れ
な
い
。

論
壇
も
論
説
も
、
原
稿
は
す
べ
て
署
名
つ
き
で
、
総
数
六
一
八
編
の
う
ち
、
寄
稿
数
が
最
も
多
い
の
は
立
作
太
郎
の
六
三
編
、
こ

れ
に
蜷
川
新
（
四
九
編
）、
米
田
実
（
四
〇
編
）、
長
瀬
鳳
輔
（
三
二
編
）、
田
中
萃
一
郎
（
三
〇
編
）
が
続
い
て
い
る
。

４

時
事
（
時
報
）

「
時
事
」
欄
は
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
一
二
月
ま
で
存
続
し
、
翌
月
か
ら
「
時
報
」
と
な
っ
た
。
改
称
の
前
後
で
内
容
に
つ

い
て
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
ま
た
大
庭
時
代
か
ら
引
続
き
、
無
署
名
の
原
則
が
守
ら
れ
て
い
る
（
１５
）。

の
ち
に
「
支
那
時
報
」
と
「
欧

米
時
報
」
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
で
、
発
展
的
に
解
消
し
た
。

５

支
那
時
報
・
欧
米
時
報
（
支
那
時
報
・
欧
洲
時
報
・
両
米
時
報
）

一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
七
月
（
第
二
四
巻
二
八
〇
号
）
に
、
時
報
欄
を
改
組
す
る
か
た
ち
で
「
支
那
時
報
」
と
「
欧
米
時
報
」

が
登
場
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
海
外
の
最
新
情
報
は
、「
中
国
関
係
」
と
「
欧
米
関
係
」
に
大
別
さ
れ
た
う
え
で
、
前
者
は
「
支
那

時
報
」、
後
者
は
「
欧
米
時
報
」
で
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
欧
米
時
報
が
「
欧
洲
時
報
」
と
「
両
米
時
報
」
に
分

割
さ
れ
た
た
め
、「
支
那
時
報
」「
欧
洲
時
報
」「
両
米
時
報
」
と
い
う
三
本
立
て
の
体
制
が
で
き
あ
が
っ
た
（
１６
）。

執
筆
者
の
署
名
で
あ
る
が
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
の
秋
を
境
に
扱
い
が
変
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
は
執
筆
担
当
者
が
明
記

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
年
の
一
〇
月
以
降
は
、
か
つ
て
の
時
報
欄
と
同
じ
よ
う
に
無
署
名
と
な
っ
た
（
１７
）。

た
だ
し
、
こ
の
変
更
は「
無

署
名
主
義
」
へ
の
回
帰
と
い
う
よ
り
、
執
筆
体
制
の
改
編
に
よ
る
も
の
ら
し
い
。
編
輯
側
の
説
明
に
よ
る
と
、
以
後
同
欄
は
、
編

輯
局
内
に
置
か
れ
た
特
別
調
査
部
の
担
当
と
な
り
、「
多
数
の
同
人
全
力
を
注
ぎ
て
分
担
執
筆
す
る
」
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と

３４２
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で
あ
る
（
１８
）。

６

記
事

「
記
事
」
欄
は
、
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
九
月
（
第
二
二
巻
二
六
一
号
）
か
ら
創
設
さ
れ
た
。
論
説
と
時
事
の
中
間
に
あ
た

る
記
事
分
類
で
あ
る
が
、
時
事
欄
と
異
る
の
は
「
署
名
主
義
」
が
採
ら
れ
た
点
で
、
こ
の
欄
の
論
稿
は
す
べ
て
執
筆
者
が
明
か
に

さ
れ
て
い
る
。

同
欄
の
論
稿
は
、
大
ま
か
に
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
、
海
外
の
最
新
情
勢
に
関
す
る
連
載
で
、
本
欄
の
創

設
と
同
時
に
始
め
ら
れ
た
「
半
月
外
交
史
」
と
「
支
那
時
報
」（
前
出
の
記
事
分
類
と
は
別
物
）
が
、
こ
れ
に
該
当
す
る
。
し
か

し
、
取
り
上
げ
る
内
容
が
時
事
欄
の
記
事
と
重
複
す
る
な
ど
、
不
合
理
な
面
が
あ
っ
た
た
め
か
、
と
も
に
半
年
で
打
切
ら
れ
た
（
１９
）。

も
う
一
つ
は
、
各
界
の
人
士
が
自
ら
の
知
見
を
論
文
に
ま
と
め
て
寄
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
初
よ
り
、
右
の
連
載
と
並
ん
で

毎
号
数
編
が
掲
載
さ
れ
た
が
、
連
載
の
終
了
と
と
も
に
、
本
欄
は
、
こ
の
寄
稿
論
文
の
み
で
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
上
原

時
代
の
掲
載
数
は
三
七
四
編
に
達
し
、
な
か
で
も
神
川
彦
松
の
執
筆
数
が
最
も
多
く（
六
九
編
）、
続
い
て
西
山
重
和（
三
八
編
）、

有
川
治
助
（
三
五
編
）、
長
瀬
鳳
輔
（
二
二
編
）
の
順
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
「
記
事
」
と
「
論
説
」
の
境
界
は
曖
昧
で
、
両
者
の
間
に
相
違
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
当
時
、
い
か
な
る
基
準
で
両

者
を
振
り
分
け
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
。

７

海
外
論
叢

上
原
が
経
営
を
受
け
継
い
だ
当
初
は
、
大
庭
時
代
と
同
じ
く
、
外
国
の
新
聞
雑
誌
に
載
せ
ら
れ
た
記
事
や
社
説
を
翻
訳
し
、「
海

外
論
叢
」
欄
に
数
点
づ
つ
掲
載
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
に
入
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
掲
載
点
数
が
徐
々
に
減

ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
同
年
八
月
の
改
編
で
、
社
説
な
ど
と
一
緒
に
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
か
ら
二
年
が
過
ぎ
た
こ
ろ
、
こ
の
「
海
外
論
叢
」
が
突
然
復
活
す
る
（
第
二
六
巻
三
〇
八
号
よ
り
）。
し
か
し
、
新
し
い
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「
海
外
論
叢
」は
、
か
つ
て
の
も
の
と
は
大
き
く
異
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
海
外
で
発
表
さ
れ
た
署
名
論
文
を
和
訳
し
た
も
の
で
、

体
裁
や
分
量
も
「
論
説
」
や
「
記
事
」
に
近
く
な
っ
て
い
る
。
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
九
月
か
ら
随
時
掲
載
さ
れ
た
が
、
一
九
一
九

（
大
正
八
）
年
一
月
の
「
英
帝
国
内
の
特
恵
貿
易
」〔
３４０
〕
を
最
後
に
消
滅
し
た
。
復
活
後
の
掲
載
総
数
は
一
一
編
で
、
綾
川
武
治

が
訳
し
た
も
の
が
多
い
。

８

海
外
特
信

大
庭
時
代
の
「
海
外
通
信
」
を
継
承
し
た
も
の
で
、
最
初
の
一
編
だ
け
は
旧
称
の
「
海
外
通
信
」
の
ま
ま
で
あ
る
（
２０
）。

掲
載
さ
れ

た
三
八
編
の
う
ち
、
二
二
編
を
著
し
た
の
が
重
徳
来
助
で
あ
り
、
こ
れ
に
次
ぐ
六
編
を
、
渡
辺
誠
吾
が
バ
ン
ク
ー
バ
ー
や
シ
ア
ト

ル
か
ら
寄
稿
し
て
い
る
。

本
欄
は
、
右
の
両
名
が
頻
り
に
投
稿
し
て
き
た
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
九
月
ま
で
は
盛
況
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
年
に
数
え

る
ほ
ど
し
か
掲
載
さ
れ
な
く
な
り
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
二
月
の
「
米
国
に
於
け
る
労
働
諸
会
議
」〔
３６７
〕
を
最
後
に
姿
を

消
し
た
（
２１
）。

９

史
壇
（
外
交
史
談
）

一
九
一
五（
大
正
四
）年
五
月
ま
で
に
一
四
編
を
掲
載
し
た
が
、
そ
こ
で
打
切
り
と
な
っ
た
。
執
筆
者
は
煙
山
専
太
郎（
四
編
）、

後
藤
秀
穂
（
三
編
）、
長
瀬
鳳
輔
（
二
編
）
な
ど
で
、
な
か
に
は
無
署
名
の
も
の
も
あ
る
。

「
外
交
史
談
」
は
、
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
一
二
月
に
二
回
だ
け
登
場
し
た
も
の
で
、
と
も
に
新
渡
戸
稲
造
の
論
稿
を
収
め

て
い
る
（
２２
）。

１０

世
界
小
観

こ
れ
も
大
庭
時
代
か
ら
継
承
し
た
も
の
で
、
原
則
と
し
て
毎
号
掲
載
さ
れ
た
（
２３
）。

し
か
し
、
内
容
的
に
時
事
欄
と
重
複
し
た
た
め

か
、
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
九
月
を
以
て
廃
止
と
な
っ
た
。
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１１

人
物
評
伝

「
人
物
評
伝
」
は
、
上
原
時
代
に
は
合
計
二
六
編
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
執
筆
者
は
、「
X
Y
Z
」
と
名
乗
る
匿
名
の
人
物
が
最

も
多
く
（
六
編
）、
か
つ
て
本
欄
で
活
躍
し
た
煙
山
の
寄
稿
は
二
編
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
年
ご
と
の
掲
載
編
数
を
見
る
と
、

一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
に
八
編
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
年
に
二
、
三
編
と
な
り
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
三
月

の
「
コ
ル
チ
ヤ
ツ
ク
提
督
」〔
３６９
〕
が
最
後
の
記
事
と
な
っ
た
。

１２

書
評

一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
九
月
ま
で
、
合
計
二
二
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
取
り
上
げ
ら
れ
る
著
作
は
『
国
際
法
原
論
』
な
ど
の
専

門
書
か
ら
、『
鉄
道
旅
行
案
内
』
の
よ
う
な
実
用
書
に
ま
で
及
ん
で
い
る
（
２４
）。

な
お
、
す
べ
て
無
署
名
で
あ
る
。

１３

公
文

大
庭
時
代
に
姿
を
消
し
て
い
た
「
公
文
」
欄
は
、
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
七
月
に
再
登
場
し
た
。
最
初
に
載
せ
ら
れ
た
の
は

第
四
回
日
露
協
約
の
正
文
で
、
そ
の
後
も
日
華
共
同
防
敵
軍
事
協
定
や
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
宣
言
、
国
際
聯
盟
規
約
の
草
案
な
ど
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
が
調
印
さ
れ
た
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
六
月
を
最
後
に
、
ふ
た
た
び
姿
を
消
し
た
。

１４

国
際
経
済
・
国
際
軍
事

一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
四
月
の
定
価
改
定
の
さ
い
に
、
内
容
充
実
、
誌
面
拡
張
の
一
環
と
し
て
新
設
（
再
設
）
さ
れ
た
欄
で

あ
る
（
２５
）。

「
国
際
経
済
」
の
方
は
、
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
四
月
か
ら
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
一
月
ま
で
続
い
た
も
の
の
、
そ
の
後

は
同
年
六
月
に
「
戦
時
財
政
論
」〔
３２７
〕
を
載
せ
た
だ
け
で
廃
止
と
な
っ
た
。
全
三
五
編
の
う
ち
、
河
津
暹
が
八
編
、
神
戸
正
雄

が
七
編
、
渡
辺
鉄
蔵
が
六
編
を
著
し
て
い
る
。

「
国
際
軍
事
」
は
、
予
告
か
ら
一
年
後
に
漸
く
登
場
し
た
（
第
二
五
巻
二
九
六
号
）。
こ
ち
ら
は
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
七
月
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ま
で
存
続
し
た
が
、
そ
の
間
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
一
一
編
に
過
ぎ
な
い
。
上
原
自
身
に
よ
る
「
徴
兵
制
度
の
廃
止
に
就
て
」〔
３４５
〕

を
除
け
ば
、
す
べ
て
匿
名
の
論
文
で
あ
る
（
２６
）。

１５

雑
録
・
雑
彙

外
交
官
や
、
陸
海
軍
人
の
人
事
消
息
な
ど
を
掲
載
し
た
欄
で
あ
る
。
第
二
一
巻
二
五
一
号
の
ほ
か
、
第
二
四
巻
二
八
二
号
か
ら

二
八
五
号
、
ま
た
第
三
二
巻
三
七
九
号
以
降
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
『
総
目
録
』
で
は
、
こ
れ
と
は
別
に
、
第
三
一
巻
三
七
二
号
か
ら
登
場
し
た
「
編
輯
便
り
」
や
、
松
宮
春
一
郎
「
袁
大
総

統
を
弔
ふ
」〔
２７９
〕
の
よ
う
に
、
編
者
の
判
断
で
「
雑
彙
」
に
分
類
し
た
も
の
も
あ
る
。

１６

そ
の
他

以
上
の
ほ
か
、「
寄
書
」
や
「
資
料
」「
附
録
」
な
ど
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
該
当
す
る
の
は
一
点
な
い
し
二
点
で
あ
る
。

�

執
筆
陣
と
寄
稿
者

最
初
に
、
創
刊
者
の
有
賀
長
雄
に
つ
い
て
み
る
と
、
大
庭
時
代
に
は
二
年
半
で
五
四
編
を
寄
稿
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
原

の
時
代
に
な
る
と
、
六
年
半
で
わ
ず
か
二
一
編
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
（
２７
）。

こ
れ
は
、
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
の
対
華
二
一
か

条
問
題
の
と
き
に
、
彼
の
言
動
が
世
の
指
弾
を
受
け
た
こ
と
、
ま
た
健
康
状
態
が
思
わ
し
く
な
か
っ
た
こ
と
が
理
由
と
考
え
ら
れ

る
（
２８
）。前

社
長
の
大
庭
景
秋
は
、
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
一
二
月
ま
で
に
、
計
一
五
編
を
寄
稿
し
て
い
る
。
彼
は
外
交
時
報
社
を
譲

り
東
京
朝
日
に
入
社
し
た
あ
と
、
す
ぐ
に
ロ
シ
ア
に
特
派
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
投
稿
に
も
、
現
地
か
ら
の
「
海
外
特
信
」
が
三
編

ほ
ど
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
帰
国
後
に
寄
せ
た
論
稿
も
、
ほ
と
ん
ど
が
同
国
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

社
長
の
上
原
自
身
は
、
有
賀
や
大
庭
よ
り
も
少
く
、
わ
ず
か
一
二
編
し
か
署
名
論
文
を
書
い
て
い
な
い
。
執
筆
の
時
期
が

一
九
一
七（
大
正
六
）年
六
月
か
ら
の
二
年
間
に
集
中
し
て
い
る
点
や
、
取
り
上
げ
る
主
題
に
ロ
シ
ア
関
係
が
多
い
点
を
除
け
ば
、
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特
に
目
を
引
く
と
こ
ろ
は
な
い
。

続
い
て
、
有
賀
や
大
庭
の
時
代
に
活
躍
し
た
、
常
連
の
寄
稿
者
た
ち
の
動
向
を
観
る
こ
と
に
す
る
。

創
刊
号
か
ら
参
加
し
た
立
作
太
郎
は
、
大
庭
時
代
に
は
寄
稿
を
取
り
や
め
て
い
た
が
、
上
原
時
代
に
入
る
と
、
ふ
た
た
び
盛
ん

に
投
稿
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
２９
）。

そ
の
数
は
、
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
一
月
か
ら
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
三
月
ま
で
に
、
合
計

六
三
編
に
達
す
る
。
ま
た
前
出
の
通
り
、
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
八
月
に
は
著
書
『
戦
争
と
国
際
法
』
を
、
外
交
時
報
社
出
版

部
よ
り
刊
行
し
て
い
る
。

煙
山
専
太
郎
に
つ
い
て
み
る
と
、
彼
は
大
庭
時
代
か
ら
引
続
き
、
こ
の
時
期
に
も
計
三
七
編
を
執
筆
し
た
。
一
九
一
五
（
大
正

四
）
年
の
秋
に
復
活
し
た
「
半
月
外
交
史
」
を
担
当
し
た
の
も
煙
山
で
あ
る
。
し
か
し
「
半
月
外
交
史
」
が
打
切
ら
れ
て
か
ら
は
、

し
だ
い
に
同
誌
か
ら
遠
ざ
か
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
以
降
は
、
年
に
一
、
二
編
し
か
書
い
て
い
な
い
。

長
瀬
鳳
輔
は
、
上
原
時
代
の
全
期
間
を
通
じ
て
活
躍
し
、「
欧
洲
大
戦
突
発
の
顛
末
」〔
２３５
〕
な
ど
五
六
編
を
寄
稿
し
た
。
そ
の

ほ
か
に
も
、
担
当
者
が
明
示
さ
れ
て
い
た
時
期
の
「
欧
米
時
報
」
の
、
ほ
ぼ
総
て
の
分
担
執
筆
に
加
わ
っ
て
い
る
（
３０
）。

し
か
し
、
こ
の
三
名
以
外
の
、
有
賀
時
代
の
常
連
執
筆
陣
は
、
上
原
時
代
の
『
外
交
時
報
』
と
は
、
ほ
ぼ
関
係
が
跡
絶
え
て
い

た
。
原
田
豊
次
郎
が
上
原
時
代
の
初
期
に
六
編
、
松
宮
春
一
郎
も
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
を
中
心
に
六
編
を
寄
せ
て
い
る
が
（
３１
）、

戸
水
寛
人
、
宮
本
平
九
郎
、
青
柳
篤
恒
は
一
編
の
み
、
中
村
進
午
と
牧
野
英
一
は
ま
っ
た
く
寄
稿
し
て
い
な
い
。

一
方
、
こ
れ
と
は
対
照
的
な
の
が
、
大
庭
時
代
に
登
場
し
た
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
は
上
原
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
も
、
新
聞
界

で
活
躍
す
る
傍
ら
、
活
溌
に
寄
稿
を
続
け
た
。
重
徳
来
助
は
一
九
一
六（
大
正
五
）年
二
月
ま
で
に
、
論
説
や
記
事
、
人
物
評
伝
、

海
外
特
信
な
ど
五
八
編
を
発
表
し
て
い
る
（
３２
）。

米
田
実
は
「
加
奈
陀
の
移
民
問
題
」〔
２３２
〕
か
ら
「
伊
太
利
の
新
ア
ル
バ
ニ
ア
政
策
」

〔
３８４
〕
ま
で
五
一
編
を
書
き
、
稲
原
勝
治
は
「
欧
洲
戦
乱
小
史
」
な
ど
五
八
編
と
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
一
月
か
ら
九
月
ま

で
の
「
欧
米
時
報
」
の
分
担
執
筆
を
引
受
け
て
い
る
。
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さ
ら
に
、
こ
の
時
期
か
ら
本
格
的
に
寄
稿
を
始
め
た
人
物
と
し
て
、
神
川
彦
松
、
蜷
川
新
、
西
山
重
和
、
有
川
治
助
が
挙
げ
ら

れ
る
。

神
川
彦
松
は
、
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
に
三
重
県
に
生
れ
た
（
３３
）。

一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
五
月
に
東
京
帝
大
法
科
大
学
を

卒
業
す
る
と
、
直
ち
に
大
学
院
に
進
む
。
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
、
母
校
の
助
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
、
海
外
留
学
を
経
た
の
ち
、

一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
に
は
教
授
と
な
る
。
教
授
昇
任
に
先
立
ち
、
同
年
四
月
か
ら
師
の
立
作
太
郎
の
後
を
継
い
で
、
外
交

史
講
座
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
３４
）。

『
外
交
時
報
』
に
寄
稿
し
た
「
千
九
百
十
二
年
の
英
独
協
商
談
判
」〔
２６２
〕
は
、
神
川
が
大
学
院
に
入
学
し
た
直
後
に
著
し
た
も

の
で
、
彼
の
学
界
に
お
け
る
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
九
一
九（
大
正
八
）年
一
月
の「
人
種
問
題
解
決
の
緊
要
」〔
３４０
〕

ま
で
、
論
説
や
記
事
な
ど
九
八
編
を
発
表
し
た
。
ま
た
そ
れ
と
は
別
に
、「
欧
米
時
報
」
の
分
担
執
筆
に
も
、
そ
の
名
を
列
ね
て

い
る
（
３５
）。

ま
た
神
川
自
身
の
記
憶
に
よ
れ
ば
、
彼
は
法
科
大
学
の
卒
業
と
同
時
に
、
立
の
推
薦
を
受
け
、
上
原
社
長
か
ら
同
誌
の
編
輯
主

任
を
委
さ
れ
て
い
る
（
３６
）。

そ
し
て
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
に
留
学
す
る
ま
で
、
西
山
重
和
を
助
手
と
し
て
、
編
輯
と
原
稿
の
執
筆

に
従
事
し
た
。

蜷
川
新
は
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
静
岡
県
に
生
れ
て
い
る
（
３７
）。

一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
に
東
京
帝
大
の
法
科
に
入
り
、

一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
に
卒
業
す
る
が
、
在
学
中
に
一
年
志
願
兵
と
し
て
近
衛
歩
兵
聯
隊
に
入
営
し
て
い
る
。
卒
業
後
、

大
蔵
省
や
読
売
新
聞
な
ど
に
勤
め
た
あ
と
、
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
か
ら
東
京
帝
大
の
大
学
院
に
入
学
し
た
。
翌
年
、
日
露

戦
争
が
勃
発
し
た
た
め
召
集
さ
れ
、
第
一
軍
（
黒
木
軍
）
の
国
際
法
顧
問
を
務
め
る
。
戦
後
は
韓
国
宮
内
府
の
勤
務
を
経
て
、

一
九
一
二
（
大
正
元
）
年
に
法
学
博
士
号
を
取
得
、
欧
洲
留
学
の
後
、
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
に
同
志
社
大
学
教
授
と
な
っ
て

い
る
。
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彼
は
、
有
賀
時
代
の
『
外
交
時
報
』
に
も
寄
稿
し
て
い
る
が
、
本
格
的
に
論
稿
を
発
表
し
は
じ
め
た
の
は
、
同
志
社
に
着
任
し

て
か
ら
で
あ
る
。
上
原
時
代
の
ほ
ぼ
全
期
間
に
わ
た
り
、「
欧
洲
出
兵
問
題
批
評
」〔
２４３
〕
か
ら
「
米
国
加
州
人
の
対
日
態
度
と
其

対
策
」〔
３８４
〕
ま
で
、
も
っ
ぱ
ら
論
壇
（
論
説
）
欄
に
投
稿
し
て
い
る
（
た
だ
し
「
北
満
に
お
け
る
露
国
の
権
利
の
保
護
」〔
３８５
〕

だ
け
は
「
雑
彙
」
に
掲
載
さ
れ
た
）。
こ
の
時
期
の
掲
載
数
は
五
〇
編
に
達
し
て
お
り
、
有
賀
時
代
の
七
編
に
、
次
の
半
沢
時
代

の
二
六
編
も
加
え
る
と
、
通
算
の
寄
稿
総
数
は
八
三
編
と
な
る
。

西
山
重
和
は
、
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
に
島
根
県
に
生
れ
た
（
３８
）。

一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
に
杵
築
中
学
校
（
現
・
大

社
高
校
）
を
卒
え
た
あ
と
、
高
校
や
大
学
に
は
進
ん
で
い
な
い
。
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
秋
に
文
官
高
等
試
験
に
合
格
し
、

一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
一
一
月
に
外
務
省
の
嘱
託
と
な
っ
て
い
る
。
翌
年
三
月
、
同
省
に
正
式
に
採
用
さ
れ
、
条
約
局
な
ど
で

働
い
た
が
、
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
か
ら
九
州
帝
大
法
文
学
部
に
転
じ
、
国
際
法
国
際
私
法
第
二
講
座
の
担
当
教
授
と
な
っ

た
。こ

の
西
山
が
『
外
交
時
報
』
と
関
係
し
た
の
は
、
文
官
高
等
試
験
に
合
格
し
て
か
ら
外
務
省
に
採
用
さ
れ
る
ま
で
の
三
年
間
で

あ
る
。「
独
逸
に
於
け
る
新
収
穫
期
と
食
糧
問
題
」〔
２９０
〕
か
ら
「
ラ
イ
ン
ラ
ン
ド
独
立
蹉
跌
顛
末
」〔
３５４
〕
ま
で
、
三
八
編
の
「
記

事
」
と
一
編
の
「
論
説
」
を
執
筆
し
た
ほ
か
、
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
六
月
か
ら
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
一
月
ま
で
は
、「
欧

米
時
報
」
の
執
筆
に
も
加
わ
っ
て
い
る
。

有
川
治
助
の
生
年
は
詳
か
で
な
い
（
３９
）。

宮
城
県
の
出
身
で
、
神
川
と
同
じ
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
に
、
東
京
帝
大
の
法
科
を
卒

業
し
て
い
る
。
最
初
は
横
浜
の
法
律
事
務
所
に
勤
め
た
が
、
ま
も
な
く
朝
鮮
銀
行
東
京
支
店
の
調
査
部
に
転
じ
た
。
一
九
二
四（
大

正
一
三
）
年
ご
ろ
、
病
気
の
た
め
同
行
を
退
職
し
、
そ
の
後
は
療
養
と
文
筆
活
動
に
専
念
し
て
い
る
。

『
外
交
時
報
』
に
は
「
戦
後
に
於
け
る
露
国
の
内
政
問
題
」〔
２６５
〕
を
書
い
た
の
が
最
初
で
、
記
事
欄
を
中
心
に
、
ロ
シ
ア
や
イ

ギ
リ
ス
に
関
す
る
論
稿
を
盛
ん
に
発
表
し
た
。
次
の
半
沢
時
代
の
分
も
含
め
る
と
、
通
算
の
寄
稿
数
は
六
二
編
（
翻
訳
一
編
を
含
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む
）
に
及
び
、
さ
ら
に
「
欧
米
時
報
」
の
執
筆
に
も
参
加
し
て
い
る
（
第
二
四
巻
二
八
〇
号
か
ら
第
三
一
巻
三
七
一
号
ま
で
）。

以
上
の
ほ
か
、
学
者
で
は
吉
野
作
造
（
政
治
学
）
や
土
方
成
美
（
経
済
学
）、
建
部
遯
吾
（
社
会
学
）、
内
藤
虎
次
郎
（
東
洋
史
）、

箕
作
元
八
（
西
洋
史
）
な
ど
が
筆
を
執
っ
て
い
る
。
ま
た
政
界
か
ら
は
、
現
職
総
理
の
原
敬
を
は
じ
め
、
後
藤
新
平
や
江
木
翼
と

い
っ
た
一
線
級
の
政
治
家
の
寄
稿
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
外
交
官
か
ら
の
投
稿
も
増
え
て
お
り
、
船
越
光
之
丞
や
本
多
熊
太
郎
、

木
村
鋭
市
、
杉
村
陽
太
郎
な
ど
の
論
稿
が
目
に
つ
く
（
４０
）。

�

誌
面
の
特
色

こ
の
時
期
の
誌
面
の
特
色
と
し
て
、
第
一
に
、
記
事
分
類
の
整
理
と
統
合
が
進
ん
だ
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

と
く
に
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
の
夏
か
ら
行
わ
れ
た
改
編
で
は
、
大
庭
時
代
か
ら
続
く
「
社
説
」「
海
外
論
叢
」「
世
界
小
観
」

「
論
壇
」
が
、
一
挙
に
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
後
、「
時
事
」
を
「
時
報
」
に
改
称
し
た
り
、
掲
載
頻
度
の
低
い
記
事
分
類
を
整
理
す

る
な
ど
の
修
正
が
重
ね
ら
れ
、
上
原
時
代
の
最
後
に
な
る
と
、
す
べ
て
の
記
事
が
「
時
論
」「
論
説
」「
記
事
」「
欧
洲
時
報
・
両

米
時
報
・
支
那
時
報
」「
雑
彙
」
の
五
つ
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

第
二
の
特
徴
は
、
大
庭
時
代
に
採
ら
れ
た
「
無
署
名
主
義
」
の
転
換
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
『
外
交
時
報
』
を
分
析
す
る
と
、
大
庭
時
代
に
較
べ
、
記
事
全
体
に
占
め
る
署
名
記
事
の
割
合
が
、
大
幅
に
上
昇

し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
数
字
で
見
て
み
る
と
、
ま
ず
上
原
時
代
の
『
外
交
時
報
』
に
載
せ
ら
れ
た
記
事
の
総
数
が
二
五
八
三

編
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
著
訳
者
が
明
記
さ
れ
た
署
名
記
事
の
数
は
一
四
二
三
編
で
あ
る
か
ら
、
記
事
全
体
に
占
め
る
割
合
は
、
お

よ
そ
五
割
五
分
と
な
る
（
４１
）。

大
庭
の
時
代
の
署
名
記
事
の
比
率
が
、
二
割
五
分
以
下
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
れ
は
著
し

い
変
化
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
理
由
と
し
て
は
、「
論
壇
（
論
説
）」
欄
の
ほ
か
に
「
記
事
」
欄
を
新
設
し
、
掲
載
さ
れ
る
署
名
論

文
の
数
を
大
幅
に
増
や
し
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
従
来
の
「
論
壇
以
外
の
記
事
は
原
則
と
し
て
無
署
名
」
と
い
う
「
無
署
名
主
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義
」
を
転
換
し
、
ま
っ
た
く
逆
の
「
時
報
以
外
の
記
事
は
原
則
と
し
て
署
名
つ
き
と
す
る
」
と
い
う
「
署
名
主
義
」
を
採
っ
た
こ

と
も
、
重
要
と
考
え
ら
れ
る
（
４２
）。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
方
針
を
採
る
こ
と
で
、
記
事
欄
や
論
説
欄
ば
か
り
で
な
く
、
後
に
創
設
さ
れ
る

時
論
欄
や
、
雑
彙
欄
の
原
稿
に
も
署
名
が
付
く
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
４３
）。

第
三
の
特
徴
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
少
数
の
執
筆
者
に
、
署
名
記
事
の
大
半
を
依
存
す
る
状
態
」
か
ら
の
脱
却
で
あ
る
。

す
で
に
見
て
き
た
通
り
、『
外
交
時
報
』
は
創
刊
以
来
、
特
定
少
数
の
人
々
が
、
署
名
記
事
の
半
分
以
上
を
担
当
す
る
状
態
が

続
い
て
き
た
。
数
字
で
見
る
と
、
有
賀
の
時
代
に
は
「
執
筆
数
の
上
位
一
〇
名
」
が
署
名
記
事
の
八
割
強
を
、
ま
た
大
庭
の
時
代

に
も
、
上
位
一
〇
名
が
署
名
記
事
の
七
割
を
書
い
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
上
原
の
時
代
に
入
る
と
、
こ
の
比
率
が
大
き
く
低
下
す
る
。
こ
の
時
期
の
上
位
一
〇
名（
神
川
・
長
瀬
・
稲
原
・
立
・

有
川
・
重
徳
・
西
山
・
米
田
・
蜷
川
・
田
中
）
の
執
筆
数
の
合
計
は
六
三
九
・
三
六
編
で
、
署
名
記
事
の
総
数
（
一
四
二
三
編
）

に
占
め
る
割
合
は
、
四
割
五
分
に
過
ぎ
な
い
（
４４
）。

こ
の
傾
向
は
、
次
の
半
沢
玉
城
の
時
代
に
更
に
強
ま
る
が
、
す
で
に
こ
の
時
期
か

ら
『
外
交
時
報
』
の
執
筆
者
は
、「
特
定
少
数
」
か
ら
「
不
特
定
多
数
」
へ
と
拡
散
し
始
め
て
い
た
と
判
断
で
き
る
。

第
四
に
挙
げ
る
べ
き
は
「
寄
稿
者
の
幅
の
拡
り
」
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
の
『
外
交
時
報
』
の
常
連
執
筆
陣
を
見
る
と
、
有
賀
の
頃
は
研
究
者
、
大
庭
の
時
代
は
新
聞
人
に
偏
し
た
観
が
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
上
原
の
時
代
に
な
る
と
、
こ
の
状
況
に
も
変
化
が
生
じ
る
。
ま
ず
、
立
や
蜷
川
な
ど
、
し
ば
ら
く
同
誌
か
ら
遠
ざ

か
っ
て
い
た
研
究
者
の
な
か
に
、
投
稿
を
再
開
す
る
者
が
出
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
戸
水
の
ご
と
く
疎
遠
に
な
っ
て
ゆ
く
研
究
者

も
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
を
補
う
か
の
よ
う
に
、
神
川
に
代
表
さ
れ
る
若
手
の
学
者
が
寄
稿
を
始
め
、
や
が
て
彼
ら
の
中
か
ら
、
常

連
執
筆
陣
の
一
角
を
占
め
る
者
も
現
れ
る
。
一
方
、
稲
原
な
ど
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
も
、
本
業
の
傍
ら
同
誌
へ
の
投
稿
を
続
け
て

お
り
、
や
は
り
常
連
寄
稿
者
の
座
に
在
り
つ
づ
け
た
。

こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
こ
の
時
期
の
『
外
交
時
報
』
の
執
筆
陣
は
、
研
究
者
と
新
聞
人
が
適
度
に
混
在
し
た
状
態
と
な
っ
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て
ゆ
く
。
そ
こ
に
、
前
項
で
紹
介
し
た
よ
う
な
、
一
線
級
の
政
治
家
や
外
交
官
が
、
新
た
な
投
稿
者
と
し
て
参
入
し
て
き
た
の
で

あ
る
。
か
く
し
て
同
誌
の
寄
稿
者
の
幅
は
、
か
つ
て
な
い
拡
り
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

第
三
の
特
徴
と
同
じ
く
こ
の
傾
向
も
、
半
沢
の
時
代
に
な
る
と
さ
ら
に
強
ま
っ
て
ゆ
く
の
だ
が
、
そ
の
兆
し
は
、
す
で
に
こ
の

時
期
か
ら
現
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

�

重
要
論
文
・
記
事

１

社
説
「
全
欧
動
乱
と
帝
国
政
府
の
態
度
」〔
２３５
〕

世
界
大
戦
の
勃
発
を
受
け
、
最
初
に
出
さ
れ
た
社
説
で
、
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
八
月
一
五
日
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
開
戦
を

日
本
に
と
っ
て
千
載
一
遇
の
好
機
と
す
る
た
め
に
、「
東
洋
の
保
護
者
た
る
帝
国
」
は
「
断
乎
と
し
て
日
英
協
約
の
履
行
に
出
づ

可
し
。
而
し
て
最
も
積
極
的
に
、
而
し
て
最
も
敏
速
に
東
洋
禍
乱
の
根
源
を
奪
取
す
可
き
の
み
」
と
述
べ
、
早
期
の
対
独
宣
戦
を

主
張
し
て
い
る
（
六
お
よ
び
八
頁
）。

な
お
『
外
交
時
報
』
は
、
次
号
の
社
説
で
日
本
の
対
独
宣
戦
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
「
政
府
の
態
度
は
所
動
的
に

し
て
能
動
的
に
あ
ら
ず
、
退
嬰
的
に
し
て
活
躍
的
に
あ
ら
ず
、
軽
挙
妄
動
の
譏
は
或
は
免
れ
得
た
る
な
ら
ん
も
果
敢
敏
活
な
り
と

の
評
は
下
し
難
し
」
と
批
判
し
、「
冀
く
は
将
来
に
し
て
常
に
活
機
に
乗
ず
る
を
努
め
、
幸
に
国
民
の
信
任
に
孤
負
す
る
こ
と
勿

れ
」
と
鞭
撻
し
て
い
る
（
４５
）。

２

社
説
「
対
支
外
交
の
要
諦
」〔
２４６
〕
お
よ
び
「
外
交
失
敗
の
責
任
」〔
２５４
〕

い
わ
ゆ
る
「
対
華
二
一
か
条
問
題
」
の
前
後
に
出
さ
れ
た
社
説
で
あ
る
。
前
者
は
、
両
国
の
本
格
的
交
渉
が
始
る
前
の
も
の
で

あ
る
が
「
東
亜
は
東
亜
の
東
亜
に
あ
ら
ず
し
て
世
界
の
東
亜
な
り
、
東
亜
の
モ
ン
ロ
ー
主
義
の
如
き
畢
竟
空
想
の
み
」
と
し
て
、

対
中
外
交
は
国
際
関
係
の
大
局
の
な
か
で
把
握
す
べ
き
と
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
（
六
頁
）。
そ
し
て
後
者
に
お
い
て
、
右
の
文

言
を
引
用
し
つ
つ
、
二
一
か
条
を
め
ぐ
る
交
渉
は
失
敗
だ
っ
た
と
断
じ
、「
他
日
東
洋
の
天
地
に
孤
立
す
る
の
素
地
」
を
造
っ
た

３３２
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と
し
て
、
加
藤
外
相
の
辞
職
を
求
め
て
い
る
（
五
頁
）。

３

社
説
「
外
交
政
策
と
民
衆
」〔
２５７
〕

イ
タ
リ
ア
の
参
戦
を
、
同
国
の
国
内
輿
論
に
押
さ
れ
た
も
の
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
妥
当
性
を
検
討
し
た
社
説
で
あ
る
。
利
害

得
失
の
見
地
か
ら
、
参
戦
を
疑
問
視
し
て
お
り
、
ま
た
重
要
な
外
交
政
策
が
国
内
輿
論
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
へ
の
疑
念
を
、
暗
に

示
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
社
説
で
は
、
外
交
の
民
主
的
統
制
に
関
す
る
一
般
的
な
議
論
に
は
蹈
み
込
ん
で
い
な
い
。

４

有
賀
長
雄
「
欧
洲
大
戦
後
の
国
際
法
」〔
２５９
〕

世
界
大
戦
の
国
際
法
に
及
ぼ
す
影
響
を
論
じ
た
も
の
。
も
し
大
戦
が
ド
イ
ツ
側
の
勝
利
に
終
り
、
そ
の
国
際
法
違
反
を
咎
め
る

こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、「
戦
時
に
関
す
る
各
種
条
約
の
威
力
は
全
く
失
墜
す
る
」
と
断
定
す
る
（
一
一
頁
）。
そ
の
う
え
で
、
日

清
日
露
の
両
戦
役
で
戦
時
国
際
法
遵
守
の
名
を
世
界
に
博
し
た
日
本
と
し
て
は
、
か
か
る
事
態
を
阻
止
す
る
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
努

力
を
惜
し
む
べ
き
で
な
い
と
結
論
し
て
い
る
。

５

内
藤
虎
次
郎
「
支
那
時
局
私
見
」〔
２７７
〕、
吉
野
作
造
「
支
那
時
局
私
見
」〔
２７８
〕、
矢
野
仁
一
「
支
那
時
局
に
対
す
る
第
三

説
」〔
２７９
〕

最
初
の
論
文
は
、
中
国
情
勢
と
日
本
の
対
中
政
策
に
関
す
る
内
藤
の
見
解
を
綴
っ
た
も
の
。
続
く
二
編
は
、
そ
れ
に
対
す
る
吉

野
の
反
論
と
、
両
者
に
対
す
る
矢
野
の
論
評
で
あ
る
（
４６
）。

論
点
が
多
岐
に
亘
る
た
め
、
こ
こ
で
要
約
す
る
こ
と
は
控
え
る
が
、
こ
れ

ら
の
論
稿
は
、
有
賀
時
代
の
『
外
交
時
報
』
に
よ
く
見
ら
れ
た
「
知
識
人
た
ち
の
討
論
」
が
、
同
誌
に
帰
っ
て
き
た
こ
と
を
窺
わ

せ
る
も
の
で
あ
る
。

６

佐
藤
鉄
次
郎
「
欧
洲
戦
乱
に
就
て
」〔
２７８
〕

次
の
半
沢
時
代
と
較
べ
る
と
、
こ
の
時
期
の
『
外
交
時
報
』
は
、
現
役
軍
人
の
寄
稿
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
。
本
稿
は
そ

の
数
少
い
一
編
で
、
海
軍
大
学
校
長
の
佐
藤
鉄
次
郎
の
戦
局
観
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
（
末
尾
の
註
記
か
ら
口
述
筆
記
と
推
定
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さ
れ
る
）。
今
次
大
戦
を
英
独
両
国
の
対
抗
と
見
た
う
え
で
、
最
終
的
に
イ
ギ
リ
ス
側
の
勝
利
に
終
る
と
予
言
し
て
い
る
。

７

立
作
太
郎
「
国
際
聯
盟
」〔
３２９
〕

国
際
聯
盟
に
つ
い
て
、
本
誌
に
登
場
し
た
最
初
の
論
文
で
あ
る（
一
九
一
八
年
七
月
一
五
日
号
）。
聯
盟
の
構
想
に
関
し
て
は
、

そ
の
後
も
多
く
の
論
者
が
、
誌
上
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
角
か
ら
分
析
を
加
え
た
。
た
と
え
ば
パ
リ
講
和
会
議
の
国
際
聯
盟
委
員
会

が
、
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
二
月
一
四
日
に
国
際
聯
盟
規
約
の
草
案
を
公
表
す
る
と
、
そ
の
一
か
月
後
に
は
、
末
広
重
雄
、
田

中
萃
一
郎
、
米
田
実
の
三
人
が
、
そ
の
適
否
を
詳
し
く
吟
味
し
て
い
る
（
同
年
三
月
一
五
日
号
）。

８

信
夫
淳
平
「
秘
密
外
交
と
公
開
外
交
」〔
３５６
〕

当
時
大
い
に
議
論
さ
れ
た
「
秘
密
外
交
」
の
是
非
に
つ
き
、
二
年
前
ま
で
外
務
省
に
勤
め
て
い
た
著
者
が
分
析
し
た
も
の
で
あ

る
。
秘
密
外
交
そ
の
も
の
の
当
否
よ
り
、
概
念
と
議
論
の
整
理
に
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
。
ま
た
信
夫
は
、
外
務
省
に
代
表
さ
れ

る
正
規
の
外
交
機
関
を
迂
回
し
て
行
わ
れ
る
外
交
を
「
朦
朧
外
交
」
と
呼
び
、「
今
日
の
外
交
運
用
に
於
て
最
も
排
斥
す
べ
き
」
と

批
判
し
て
い
る
（
一
二
頁
）。

９

H
生
「
政
局
と
外
交
」〔
３７０
〕

半
沢
玉
城
が
『
外
交
時
報
』に
、
初
め
て
書
い
た（
と
推
測
さ
れ
る
）論
文
（
４７
）。

半
沢
は
、
本
稿
が
掲
載
さ
れ
た
次
の
号（
一
九
二
〇

年
四
月
一
五
日
号
）
か
ら
、
中
川
品
次
郎
に
代
っ
て
、
同
誌
の
発
行
人
兼
編
輯
人
の
地
位
に
も
就
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
推
せ

ば
、
彼
は
こ
の
こ
ろ
、
社
内
に
お
い
て
実
権
を
掌
握
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

１０

原
敬
「
帝
国
外
交
の
近
状
」〔
３７４
〕

現
職
の
総
理
大
臣
が
『
外
交
時
報
』
に
寄
せ
た
最
初
の
論
稿
で
あ
る
（
口
述
筆
記
と
推
定
さ
れ
る
）。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、

同
号
巻
末
の
「
編
輯
便
り
」
は
、「
首
相
の
陳
述
は
徹
頭
徹
尾
寓
意
と
暗
示
を
以
て
終
始
し
、
刻
下
の
活
問
題
に
関
し
明
確
具
体

的
の
意
見
を
開
示
せ
ざ
る
も
、
眼
光
徹
背
的
の
読
者
は
、
依
て
以
て
首
相
の
肚
裡
を
窺
知
し
得
べ
く
、
首
相
の
肚
裡
は
即
ち
帝
国
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マ
マ

政
府
の
主
張
た
り
方
針
た
り
経
略
た
る
を
看
取
す
る
に
苦
ま
ざ
る
べ
く
侯
」
と
評
し
て
い
る
（
一
〇
五
頁
）。

�

読
者
と
社
会
の
反
応

『
外
交
時
報
』
は
、
上
原
時
代
の
末
期
に
あ
た
る
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
五
月
か
ら
、
巻
末
に
「
編
輯
便
り
」
を
載
せ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
の
欄
は
、
同
誌
が
掲
載
し
た
論
稿
に
関
し
て
、
寄
稿
の
経
緯
や
掲
載
後
の
反
響
を
紹
介
し
た
り
、
編
輯
部
の
近

況
を
報
じ
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
欄
を
丹
念
に
読
ん
で
ゆ
く
と
、
第
三
二
巻
三
七
七
号
に
、
同
誌
の
購
読
者
数
が
「
逐
月
破
天
荒
の
激
増
を
来
し
」
て
い
る

と
の
記
述
が
見
え
る
（
４８
）。

具
体
的
な
発
行
部
数
は
明
か
で
な
い
も
の
の
、「
毎
号
数
万
」「
一
年
数
十
万
の
読
者
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
推
せ
ば
、
毎
号
数
万
部
に
達
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
（
４９
）。

同
巻
三
八
三
号
の
巻
頭
に
も
、
希
望
者
の
た
め
に
過
去
六
号
分
の

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
増
刷
し
た
と
の
告
知
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
購
読
者
が
増
加
し
て
い
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
実
で

あ
る
（
５０
）。

他
方
、
同
誌
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
同
誌
が
掲
載
し
た
個
々
の
論
稿
に
対
し
て
、
読
者
と
社
会
が
ど
う
反
応
し
た
の
か
、
誌
面

か
ら
窺
う
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
一
部
に
つ
い
て
は
、
右
の
「
編
輯
便
り
」
の
記
述
か
ら
、
間
接
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

と
え
ば
、
原
首
相
の
「
世
界
に
誤
解
さ
れ
た
る
日
本
の
国
民
性
」〔
３８３
〕
は
「
各
国
語
に
翻
訳
せ
ら
れ
、
就
中
紐
育
の
一
新
聞
紙

に
訳
載
せ
ら
れ
た
る
も
の
〔
は
〕、
多
大
の
好
反
響
を
与
へ
た
」
と
の
こ
と
で
あ
る
（
５１
）。

ま
た
、
こ
れ
よ
り
数
年
遡
る
が
、
立
作
太
郎
の
論
文
「
主
義
の
戦
争
乎
、
否
乎
」〔
３０８
〕
が
、
東
京
朝
日
新
聞
の
「
鉄
箒
」
欄

で
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
当
時
、
同
欄
を
担
当
し
て
い
た
室
伏
高
信
が
、
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
九
月
四
日
の
紙
面

で
「
悲
し
む
可
き
大
家
」
と
題
し
、
立
の
所
論
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
立
が
「
不
解
嘲
」〔
３０９
〕
で
反
駁
し
た
た
め
、

室
伏
と
の
論
戦
に
発
展
し
た
（
５２
）。

論
戦
の
結
末
は
措
く
と
し
て
、
当
時
の
東
京
朝
日
新
聞
の
発
行
部
数
（
約
一
九
万
部
）
を
考
慮
す

れ
ば
、
同
紙
に
言
及
さ
れ
論
争
に
な
っ
た
こ
と
自
体
、
当
時
の
『
外
交
時
報
』
が
、
論
壇
で
一
定
の
地
歩
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
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示
す
も
の
で
あ
る
（
５３
）。

以
上
の
事
実
、
な
ら
び
に
こ
の
時
期
の
執
筆
陣
の
名
前
な
ど
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
上
原
時
代
の
『
外
交
時
報
』
は
、
当
時
の
知

識
層
か
ら
一
目
置
か
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
評
価
は
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
の
夏
ご
ろ
か
ら
急
激
に
高
ま
っ
た
も
の
と
推

定
さ
れ
る
。

�

そ
の
他

上
原
時
代
の
最
後
に
登
場
し
た
「
編
輯
便
り
」
に
は
、
時
折
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
主
義
に
対
す
る
強
い
敵
意
が
現
れ
る
。
た
と
え
ば

第
三
二
巻
三
八
〇
号
に
は
「
正
直
な
る
日
本
国
民
よ
、
何
時
迄
ウ
イ
ル
ソ
ン
宗
を
信
じ
、
欺
か
れ
た
る
正
義
人
道
論
に
随
喜
喝
仰

す
る
や
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
同
巻
三
八
五
号
に
見
え
る
批
判
は
、
よ
り
辛
辣
で
あ
る
。「
我
が
日
本
に
も
安
価
な
る
ウ
イ

ル
ソ
ン
主
義
の
信
奉
者
あ
り
て
、
今
日
迄
思
慮
薄
弱
な
る
中
学
生
を
誤
り
た
る
に
は
大
迷
惑
を
感
じ
た
り
」「
書
生
の
巾
着
よ
り

学
費
の
一
端
を
奪
ひ
て
出
鱈
目
の
思
想
を
注
入
し
、
人
の
子
を
賊
し
て
知
ら
ぬ
顔
の
半
兵
衛
を
極
め
込
む
な
ど
は
、
随
分
罪
深
き

了
簡
に
候
。
知
ら
ず
帝
国
の
最
高
学
府
に
此
の
種
の
学
者
先
生
在
ら
ざ
り
し
や
否
や
」。

こ
れ
が
当
時
の
『
外
交
時
報
』
編
輯
部
の
一
般
的
な
空
気
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
「
編
輯
便
り
」
の
筆
者
（
半
沢
玉
城
と
も

思
わ
れ
る
が
確
証
は
な
い
）
の
個
人
的
認
識
だ
っ
た
の
か
は
明
か
で
な
い
。
し
か
し
当
時
の
寄
稿
者
に
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
主
義
に

肯
定
的
な
者
も
少
く
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
編
輯
部
の
な
か
か
ら
、
右
の
よ
う
な
声
が
あ
が
っ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深

い
（
５４
）。四

譲
渡
の
経
緯

上
原
好
雄
が
、
い
か
な
る
経
緯
で
外
交
時
報
社
を
手
放
し
た
か
は
詳
か
で
な
い
。
当
時
の
誌
面
に
、
経
営
者
の
交
代
に
関
す
る

記
事
や
社
告
は
見
ら
れ
ず
、
関
係
者
の
回
顧
に
も
、
こ
の
点
を
明
か
に
し
た
も
の
は
な
い
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
そ
れ
以
外
の
史
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料
か
ら
、
経
営
権
が
譲
渡
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
推
理
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

実
は
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
直
接
的
な
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
一
つ
、
有
賀
長
雄
が
逝
去
し
た
一
九
二
一
（
大
正
一

〇
）
年
六
月
前
後
に
、「
現
在
の
〔
半
沢
玉
城
に
よ
る－

引
用
者
〕
経
営
に
移
り
つ
ゝ
あ
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
」
と
の
、
米

田
の
証
言
が
あ
る
の
み
で
あ
る
（
５５
）。

そ
の
た
め
、
新
た
な
手
が
か
り
を
求
め
て
、
こ
の
時
期
に
同
社
の
出
版
部
が
刊
行
し
た
書
籍
の
奥
付
を
確
認
す
る
と
、
一
九
二
〇

（
大
正
九
）年
一
二
月
二
〇
日
に
出
さ
れ
た「
通
俗
国
際
文
庫
」最
終
巻
の
発
行
人
は
、
上
原
好
雄
と
な
っ
て
い
る
（
５６
）。

一
方
、
一
九
二
一

（
大
正
一
〇
）
年
八
月
一
〇
日
に
発
行
さ
れ
た
山
口
武
の
『
暹
羅
』
を
み
る
と
、
半
沢
玉
城
が
発
行
人
で
あ
る
（
５７
）。

こ
れ
に
よ
り
、

外
交
時
報
社
の
経
営
権
は
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
の
一
二
月
か
ら
翌
年
八
月
の
間
に
、
上
原
か
ら
半
沢
に
譲
渡
さ
れ
た
こ
と

が
判
る
。

つ
ぎ
に
『
外
交
時
報
』
本
誌
を
調
べ
て
ゆ
く
と
、
郵
送
購
読
者
用
の
代
金
振
替
口
座
が
、
こ
の
時
期
に
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
四
月
一
日
号
以
前
の
奥
付
に
あ
っ
た
「
東
京
六
〇
二
〇
番
」
が
、
次
の
号
か

ら
書
籍
注
文
専
用
に
変
更
さ
れ
、
新
た
に
郵
送
購
読
者
用
の
口
座
と
し
て
「
東
京
五
一
八
六
八
番
」
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

後
、
た
び
た
び
「
雑
誌
の
購
読
料
は
、
新
し
い
口
座
に
振
込
む
よ
う
に
」
と
の
社
告
が
掲
載
さ
れ
、
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年

五
月
一
五
日
号
に
は
、
遂
に
「
六
〇
二
〇
番
は
、
社
外
の
人
間
が
所
有
す
る
口
座
で
あ
る
」
旨
の
警
告
が
登
場
す
る
（
５８
）。

し
か
し
常
識
的
に
み
て
、
会
社
の
入
金
口
座
を
赤
の
他
人
に
譲
る
と
は
考
え
に
く
い
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
い
う「
社
外
の
人
間
」

と
は
、
外
交
時
報
社
を
手
放
し
た
あ
と
の
上
原
好
雄
と
推
定
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
、
こ
の
時
（
一
九
二
一
年
五
月
半
ば
）
ま
で
に
、

経
営
権
の
譲
渡
が
完
了
し
て
い
た
と
推
理
で
き
る
。
ま
た
こ
の
事
実
を
、
さ
き
の
発
行
人
の
件
と
突
合
せ
る
と
、
同
社
の
経
営
権

が
譲
渡
さ
れ
た
時
期
は
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
の
一
二
月
か
ら
、
翌
年
五
月
ま
で
に
絞
り
こ
ま
れ
る
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
細
か
く
口
座
番
号
に
つ
い
て
調
べ
て
ゆ
く
と
、
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
一
月
一
日
号
の
巻
末
禀
告
に
「
六
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〇
二
〇
番
へ
の
払
込
は
本
誌
代
金
た
る
能
は
ず
」
と
の
註
記
が
見
つ
か
り
、
ま
た
、
そ
れ
ま
で
「
書
籍
注
文
専
用
口
座
」
と
し
て

指
定
さ
れ
て
い
た
六
〇
二
〇
番
が
、
同
号
の
奥
付
か
ら
消
え
て
い
る
こ
と
に
も
気
が
つ
く
（
５９
）。

こ
こ
か
ら
は
完
全
に
筆
者
の
推
測
に
な
る
が
、
上
原
が
半
沢
に
外
交
時
報
社
を
譲
り
渡
し
た
の
は
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年

一
二
月
下
旬
、
つ
ま
り
翌
年
一
月
一
日
号
が
出
る
直
前
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
直
接
の
理
由
は
詳
か
で
な
い
が
、
も
と
も
と
雑
誌

の
編
輯
よ
り
も
、
出
版
業
の
方
に
関
心
の
あ
っ
た
上
原
は
、「
通
俗
国
際
文
庫
」
の
完
結
を
区
切
り
と
し
て
、
社
内
で
急
速
に
力

を
伸
ば
し
て
い
た
半
沢
玉
城
に
、
外
交
時
報
社
を
譲
り
渡
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
６０
）。

そ
の
過
程
が
円
満
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ

と
も
半
沢
に
強
い
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
は
判
ら
な
い
が
、
そ
の
と
き
上
原
は
、
出
版
部
の
人
員
の
一
部
な
い
し
大
半
を
引
連

れ
、
ま
た
右
の
書
籍
代
金
振
替
用
の
口
座
を
持
っ
た
ま
ま
、
外
交
時
報
社
を
去
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

筆
者
が
そ
の
よ
う
に
臆
測
す
る
の
は
、
同
社
を
手
放
し
た
上
原
が
、
そ
の
後
ま
も
な
く「
兵
書
出
版
社
」を
設
立
し
、
一
九
二
三

（
大
正
一
二
）
年
五
月
に
、
最
初
の
書
籍
を
刊
行
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
（
６１
）。

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
外
交
時
報
社
の
方
は
、
そ
の

後
し
ば
ら
く
単
行
本
の
出
版
が
跡
絶
え
て
い
る
（
６２
）。

資
料
が
全
く
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
あ
く
ま
で
想
像
の
域
を
越
え
る
も
の
で

は
な
い
が
、
筆
者
に
は
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五

小
括

国
民
新
聞
社
の
加
藤
紫
泉
は
、
一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
に
出
し
た
本
の
な
か
で
、
同
年
五
月
の
選
挙
で
代
議
士
に
当
選
し

た
上
原
を
「
幸
運
児
」
と
呼
び
、「
彼
の
性
格
は
、
上
手
に
世
間
を
渡
る
と
云
ふ
事
に
あ
る
」
と
皮
肉
を
こ
め
て
紹
介
す
る
と
と

も
に
、「
何
等
外
交
的
意
見
を
吐
露
し
た
事
も
な
く
、
経
営
者
と
し
て
の
腕
も
な
か
つ
た
」
の
で
、
外
交
時
報
社
を
手
放
す
こ
と

に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（
６３
）。

し
か
し
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
上
原
好
雄
は
、
大
庭
が
投
げ
だ
し
た
外
交
時
報
社
の
経
営
を
建
て
直
し
、
さ
ら
な
る
発
展
の
基
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礎
を
築
い
た
と
い
う
点
で
、
一
定
の
評
価
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
た
し
か
に
、「
外
交
的
意
見
を
吐
露
し

た
事
も
な
く
」
と
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
社
長
（
有
賀
や
大
庭
）
に
較
べ
て
、
彼
が
発
表
し
た
論
稿
の
数
が
遥
か
に

少
い
こ
と
か
ら
、
事
実
と
し
て
首
肯
で
き
な
く
も
な
い
。
け
れ
ど
も
「
経
営
者
と
し
て
の
腕
も
な
か
つ
た
」
と
の
批
判
に
つ
い
て

は
、
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。

筆
者
の
考
え
る
、
上
原
が
経
営
者
と
し
て
『
外
交
時
報
』
お
よ
び
同
社
の
発
展
に
貢
献
し
た
点
と
し
て
は
、
以
下
の
三
点
が
挙

げ
ら
れ
る
。

第
一
点
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
同
社
の
経
営
状
態
を
改
善
し
、
購
読
者
の
数
を
大
き
く
伸
ば
し
た
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ

は
、
上
原
自
身
の
功
績
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
を
支
え
た
社
員
た
ち
の
努
力
の
結
果
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
（
６４
）。

ま
た
世
界
大
戦

の
勃
発
と
国
際
情
勢
の
流
動
化
、
そ
れ
に
伴
う
社
会
全
体
の
国
際
問
題
へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
い
う
「
偶
然
」
が
、『
外
交
時
報
』

の
購
読
者
数
を
押
し
上
げ
た
可
能
性
も
大
き
い
。
し
か
し
、
仮
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
社
員
た
ち
が
努
力
で
き
る
環
境
を

調
え
、
ま
た
巡
っ
て
き
た
好
機
を
確
実
に
活
し
て
い
っ
た
の
は
、
上
原
の
手
腕
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

第
二
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
、
新
た
に
出
版
事
業
に
進
出
し
、
数
年
の
う
ち
に
同
社
の
重
要
な
一
部
門
に
育
て
上
げ
た
こ

と
で
あ
る
。
今
日
確
認
で
き
る
だ
け
で
も
、
上
原
時
代
に
同
社
が
出
版
し
た
書
籍
の
数
は
、
お
よ
そ
四
〇
点
に
の
ぼ
り
、
な
か
に

は
前
出
の
近
衛
文
麿
『
戦
後
欧
米
見
聞
録
』
の
よ
う
な
、
歴
史
的
に
重
要
な
著
作
も
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
一
九
一
六
（
大
正
五
）

年
に
は
満
鉄
東
亜
経
済
調
査
局
か
ら
、
同
局
編
纂
の
雑
誌
『
経
済
資
料
』
の
販
売
を
委
さ
れ
て
お
り
、
書
籍
や
雑
誌
の
発
売
元
と

し
て
も
、
早
く
か
ら
信
用
を
得
て
い
た
形
跡
が
み
ら
れ
る
（
６５
）。

も
ち
ろ
ん
前
節
で
指
摘
し
た
通
り
、
上
原
の
退
社
と
と
も
に
同
社
の
出
版
部
門
は
一
時
的
に
停
滞
す
る
が
、
ほ
ど
な
く
活
動
を

再
開
し
、
昭
和
期
に
は
国
際
問
題
の
専
門
書
や
、
中
国
関
係
の
条
約
集
な
ど
を
数
多
く
刊
行
し
て
い
る
。
そ
の
基
礎
が
、
上
原
の
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時
代
に
築
か
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。

第
三
は
、『
外
交
時
報
』
を
「
学
術
雑
誌
」「
報
道
雑
誌
」「
評
論
雑
誌
」
の
三
つ
の
要
素
を
兼
備
す
る
雑
誌
に
作
り
変
え
た
こ

と
で
あ
る
。

前
章
ま
で
に
見
た
通
り
、
有
賀
時
代
の
『
外
交
時
報
』
は
、
学
者
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
編
輯
し
刊
行
す
る
雑
誌
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
事
実
の
報
道
と
解
説
に
重
き
を
置
い
た
と
は
い
え
、
ど
う
し
て
も
「
学
術
雑
誌
」
と
し
て
の
性
格
が
前
面
に
押
し
出

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ぎ
の
大
庭
の
時
代
に
な
る
と
、
新
た
に
新
聞
社
の
外
報
記
者
や
そ
の
志
望
者
が
、
常
連
の
執
筆
陣
と

し
て
参
入
し
て
く
る
。
し
か
し
そ
の
分
、
学
者
た
ち
の
投
稿
が
減
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
時
期
の
『
外
交
時
報
』
は
、「
報
道
雑

誌
」
と
し
て
の
色
彩
を
強
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
が
上
原
の
時
代
に
な
る
と
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
学
者
と
新
聞
人
が
適
度
に
混
在
す
る
状
態
が
出
現
す
る
。
さ
ら
に

そ
こ
に
、
新
進
気
鋭
の
外
交
官
や
一
線
級
の
政
治
家
が
加
わ
り
、
と
く
に
政
治
家
た
ち
は
、
現
下
の
国
際
情
勢
や
対
外
政
策
へ
の

所
感
な
ど
を
、
同
誌
に
寄
稿
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
『
外
交
時
報
』
は
、
一
流
の
学
者
が
最
新
の
研
究
成
果
を
発
表
す
る
「
学
術
雑
誌
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
大
手
新
聞

社
の
外
報
部
長
な
ど
が
直
近
の
国
際
情
勢
を
報
道
、
解
説
す
る
「
報
道
雑
誌
」
で
も
あ
り
、
し
か
も
政
治
の
要
路
に
あ
る
者
が
、

外
交
政
策
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
自
ら
語
る
「
評
論
雑
誌
」
で
も
あ
る
と
い
う
、
か
つ
て
な
い
状
況
に
立
ち
到
る
の
で
あ
る
。
こ

の
、
学
術
・
報
道
・
評
論
の
「
三
位
一
体
」
化
は
、
半
沢
玉
城
の
時
代
に
な
る
と
、
さ
ら
に
高
い
水
準
で
実
現
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
そ
の
兆
し
は
、
す
で
に
上
原
の
時
代
に
現
れ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

大
庭
か
ら
経
営
権
を
譲
り
受
け
た
と
き
、
外
交
時
報
社
は
破
綻
寸
前
（
も
し
く
は
破
綻
同
然
）
の
状
態
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
。
上
原
好
雄
は
、
こ
れ
を
数
年
で
建
て
直
し
、
最
終
的
に
現
職
の
総
理
大
臣
が
寄
稿
す
る
よ
う
な
、
権
威
あ
る
雑
誌
と
し
て
復

活
さ
せ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
書
籍
の
出
版
や
翻
訳
代
行
な
ど
の
新
し
い
業
務
に
も
積
極
的
に
進
出
し
、
少
く
と
も
出
版
事
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業
に
関
し
て
は
、
一
定
の
地
位
を
確
立
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

今
日
、
有
賀
長
雄
や
大
庭
景
秋
、
あ
る
い
は
半
沢
玉
城
と
較
べ
て
、
上
原
好
雄
の
知
名
度
は
著
し
く
低
い
。
有
賀
の
よ
う
な
優

れ
た
研
究
者
で
も
な
く
、
大
庭
や
半
沢
の
よ
う
な
、
後
世
に
名
を
残
す
報
道
人
や
評
論
家
で
も
な
か
っ
た
。
代
議
士
も
一
期
で
引

退
し
て
お
り
、
政
治
家
と
し
て
何
か
を
成
し
遂
げ
た
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
少
く
と
も
『
外
交
時
報
』
の
歴
史
を
考
え
る
さ

い
に
は
、
彼
の
果
し
た
役
割
と
功
績
は
、
決
し
て
過
小
評
価
す
べ
き
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。

註

（
１
）
上
原
好
雄
が
外
交
時
報
社
を
所
有
し
た
期
間
を
、
残
さ
れ
た
資
料
か
ら
正
確
に
推
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ

の
始
り
に
つ
い
て
は
、
会
社
の
譲
渡
と
本
社
の
移
転
が
同
時
だ
っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
一
九
一
四
年
の
四
月
と
判
断
で
き
、
そ
れ
は
「
世
界
大
戦
起

ら
ん
と
す
る
一
寸
前
」
と
い
う
米
田
の
記
憶
と
も
概
ね
一
致
す
る
（
米
田
実
「
外
交
時
報
の
過
去
を
回
顧
し
て
」〔
７７６
〕
二
七
七
頁
）。
し
か
し
終

り
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
「
一
九
二
〇
年
一
二
月
か
ら
翌
年
五
月
ま
で
の
何
れ
か
の
時
点
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
し
か
解
ら
な
い
。
そ
こ
で

本
章
で
は
、
上
原
の
時
代
を
一
九
一
四
年
五
月－

一
九
二
〇
年
一
二
月
と
推
定
し
た
う
え
で
、
記
述
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
（
推
定
の
根
拠
は

本
章
「
四

譲
渡
の
経
緯
」
で
詳
述
す
る
）。

（
２
）
上
原
好
雄
の
経
歴
に
つ
い
て
は
『
議
会
制
度
百
年
史

衆
議
院
議
員
名
鑑
』
衆
議
院
・
参
議
院
、
一
九
九
〇
年
、
八
九
頁
。
加
藤
紫
泉
『
新
代

議
士
名
鑑
』
国
民
教
育
会
出
版
部
、
一
九
二
四
年
、
三
五
頁
お
よ
び
『
代
議
士
詳
覧
』
泰
山
堂
、
一
九
二
四
年
、
二
一
三－

二
一
四
頁
（
後
二
者

は
『
日
本
人
物
情
報
大
系
』
第
二
六
巻
と
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
に
皓
星
社
よ
り
覆
刻
）。

（
３
）
た
と
え
ば
、
上
原
が
『
外
交
時
報
』
に
署
名
つ
き
で
発
表
し
た
一
二
編
の
論
稿
の
半
数
は
、
ロ
シ
ア
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
４
）
第
一
九
巻
二
二
八
号
巻
頭
社
告
お
よ
び
前
章
註
（
６６
）。
新
し
い
所
在
地
は
、
現
在
の
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
（
二
番
町
ガ
ー
デ
ン
の
近
辺
）

に
該
当
す
る
。

（
５
）
倉
沢
は
そ
の
後
、
一
九
一
五
年
七
月
一
日
号
（
第
二
二
巻
二
五
六
号
）
ま
で
編
輯
人
兼
発
行
人
を
務
め
、
そ
こ
で
中
川
品
次
郎
に
交
代
し
て
い

る
。

（
６
）
「
通
俗
国
際
文
庫
」
に
つ
い
て
は
、
第
三
〇
巻
三
五
八
号
巻
頭
の
広
告
を
参
照
。
な
お
、
そ
こ
に
「
外
交
時
報
創
刊
二
十
五
年
記
念
出
版
」
と
あ

る
が
、
こ
れ
は
「
二
十
年
」
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
。
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（
７
）
社
内
に
正
式
に
「
出
版
部
」
が
置
か
れ
た
の
は
、
晩
く
と
も
一
九
一
五
年
八
月
と
推
定
さ
れ
る
（
第
二
二
巻
二
五
九
号
巻
末
広
告
）。
ま
た
出
版

部
と
は
別
に
、
軍
事
関
係
の
書
籍
を
取
扱
う
「
兵
書
出
版
部
」
が
設
け
ら
れ
た
時
期
も
あ
り
、
長
瀬
鳳
輔
編
『
欧
洲
戦
争
経
過
便
覧
図
』（
一
九
一
七

年
）
な
ど
を
刊
行
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
組
織
と
し
て
の
出
版
部
は
、
上
原
が
同
社
を
手
放
す
と
同
時
に
解
体
さ
れ
た
と
見
ら
れ
、
そ
の
後
の
出

版
事
業
は
「
外
交
時
報
社
出
版
部
」
で
は
な
く
「
外
交
時
報
社
」
の
名
義
で
行
わ
れ
て
い
る
。

（
８
）
『
外
交
時
報
』
に
も
、
こ
の
業
務
に
関
す
る
広
告
が
何
度
か
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
第
二
〇
巻
二
三
二
号
巻
頭
社
告
）。
た
だ
実
際
に
ど

の
程
度
の
依
頼
が
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
翻
訳
部
が
い
つ
ま
で
存
続
し
た
の
か
は
明
か
で
な
い
。
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
期
間
が
、
一
九
一
四
年

末
（
第
二
〇
巻
二
四
三
号
）
ま
で
と
長
く
な
い
こ
と
か
ら
、
早
々
に
撤
退
し
た
可
能
性
も
高
い
。

（
９
）
第
二
〇
巻
二
三
五
号
巻
頭
の
社
告
。
な
お
実
際
に
ど
の
程
度
の
情
報
の
遅
れ
が
生
じ
た
の
か
は
、
今
回
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

（
１０
）
『
日
本
経
済
統
計
総
観
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
三
〇
年
、
一
一
〇
八
頁
。

（
１１
）
ち
な
み
に
『
中
央
公
論
』
は
、
同
じ
時
期
に
定
価
を
二
〇
銭
か
ら
六
〇
銭
に
引
上
げ
て
い
る
（
週
刊
朝
日
『
値
段
史
年
表－

明
治
・
大
正
・
昭

和－

』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
八
年
、
一
一
一
頁
）。

（
１２
）
第
二
三
巻
二
七
四
号
、
第
三
〇
巻
三
五
六
号
、
第
三
一
巻
三
六
九
号
お
よ
び
第
三
二
巻
三
八
一
号
の
巻
頭
禀
告
。

（
１３
）
一
九
一
八
年
九
月
の
社
告
で
は
、
値
上
げ
を
避
け
る
た
め
に
紙
質
を
落
す
こ
と
へ
の
理
解
を
求
め
て
い
る
（
第
二
八
巻
三
三
二
号
巻
頭
）。

（
１４
）
時
論
欄
が
新
設
さ
れ
た
一
九
二
〇
年
四
月
か
ら
、
上
原
時
代
が
終
る
ま
で
の
九
か
月
間
を
見
る
と
、
第
三
一
巻
三
七
五
号
、
第
三
二
巻
三
八
五

号
、
同
巻
三
八
七
号
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

（
１５
）
例
外
は
稲
原
勝
治
の
連
載
「
欧
洲
戦
乱
小
史
」〔
２３７
〕－
〔
２６３
〕
の
み
で
あ
る
。

（
１６
）
欧
米
時
報
の
分
割
は
一
九
二
〇
年
一
一
月
に
行
わ
れ
た
。
理
由
に
つ
い
て
は
一
記
者
「
編
輯
便
り
」〔
３８４
〕
一
一
九
頁
を
参
照
。

（
１７
）
扱
い
が
変
る
ま
で
の
執
筆
者
で
あ
る
が
、「
支
那
時
報
」
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
浅
井
虎
夫
、
の
ち
に
岡
崎
文
夫
、
橋
本
増
吉
、
白
川
継
紹
な
ど

が
担
当
し
て
い
る
。「
欧
米
時
報
」
は
三
名
か
ら
四
名
が
共
同
で
担
当
す
る
こ
と
が
多
く
、
神
川
彦
松
や
松
宮
春
一
郎
、
長
瀬
鳳
輔
、
有
川
治
助
、

西
山
重
和
と
い
っ
た
名
前
が
目
に
つ
く
。

（
１８
）
前
掲
「
編
輯
便
り
」〔
３８４
〕
一
一
九
頁
。

（
１９
）
た
と
え
ば
第
二
二
巻
二
六
六
号
を
見
る
と
、
ド
イ
ツ
の
国
債
募
集
に
関
す
る
記
事
が
「
半
月
外
交
史
」
と
時
事
欄
の
双
方
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
２０
）
重
徳
来
助
「
埃
及
よ
り
」〔
２３０
〕。

（
２１
）
年
ご
と
の
掲
載
編
数
を
見
る
と
、
一
九
一
四
年
が
一
三
編
、
一
五
年
は
一
八
編
だ
が
、
一
六
年
は
掲
載
が
な
く
、
一
七
年
一
編
、
一
八
年
三
編
、

一
九
年
二
編
、
二
〇
年
が
一
編
と
な
っ
て
い
る
。
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（
２２
）
新
渡
戸
稲
造
「
西
葡
両
国
の
世
界
折
半
策
」〔
３１４
〕、
同
「
奈
翁
の
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
売
却
」〔
３１５
〕。

（
２３
）
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
第
二
〇
巻
二
三
五
号
と
同
巻
二
三
七
号
、
二
三
九
号
の
み
で
あ
る
。

（
２４
）
「
ロ
ー
レ
ン
ス
博
士
原
著
小
山
精
一
郎
訳
『
国
際
法
原
論
』
上
下
」〔
２７７
〕
お
よ
び
「
鉄
道
院
『
鉄
道
旅
行
案
内
』」〔
３３０
〕。
な
お
有
賀
時
代
か
ら

言
え
る
こ
と
だ
が
、『
外
交
時
報
』
に
は
「
書
評
」
と
も
「
新
刊
広
告
」
と
も
判
別
し
が
た
い
も
の
が
、
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
適
宜
に
取
捨
選
択
の
う
え
、『
総
目
録
』
に
採
録
し
た
。

（
２５
）
第
二
三
巻
二
七
四
号
巻
頭
禀
告
。

（
２６
）
た
だ
し
「
聯
合
軍
不
振
の
最
大
原
因
」〔
３２４
〕
を
書
い
た
「
高
岳
剣
史
」
に
つ
い
て
は
、
実
名
の
可
能
性
も
あ
る
。

（
２７
）
と
く
に
一
九
一
五
年
一
一
月
か
ら
一
九
二
〇
年
一
月
ま
で
は
、
ま
っ
た
く
寄
稿
し
て
い
な
い
。

（
２８
）
対
華
二
一
か
条
と
有
賀
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
信
夫
淳
平
「
有
賀
博
士
の
七
回
忌
に
際
し
て
」〔
５４２
〕
を
参
照
。
ま
た
当
時
の
有
賀
の
健
康
状
態

に
つ
い
て
は
、
米
田
、
前
掲
論
文
〔
７７６
〕
二
七
八
頁
。

（
２９
）
厳
密
に
い
う
と
、
大
庭
時
代
の
最
初
期
の
号
に
書
評
を
書
い
て
い
る
（
第
一
四
巻
一
六
九
号
お
よ
び
同
巻
一
七
〇
号
）
が
、
い
か
な
る
理
由
か

ら
か
、
そ
の
後
は
寄
稿
を
中
止
し
て
い
る
。
な
お
、
上
原
時
代
の
『
外
交
時
報
』
と
立
の
関
係
に
つ
い
て
、
米
田
は
「
或
る
程
度
迄
は
立
作
太
郎

博
士
が
好
意
を
示
さ
れ
た
と
言
へ
る
と
思
ふ
（
関
係
を
造
ら
れ
た
と
言
ふ
わ
け
で
は
な
い
）」
と
、
微
妙
な
説
明
を
し
て
い
る
（
米
田
、
前
掲
論
文

〔
７７６
〕
二
七
八
頁
）。

（
３０
）
「
欧
米
時
報
」〔
２８１
〕－

〔
３８１
〕。
執
筆
に
参
加
し
て
い
な
い
の
は
、
最
初
の
第
二
四
巻
二
八
〇
号
の
み
で
あ
る
。

（
３１
）
松
宮
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
に
「
欧
米
時
報
」〔
２８０
〕－
〔
３０１
〕
の
分
担
執
筆
も
行
っ
て
い
る
。

（
３２
）
重
徳
は
、
一
九
一
四
年
八
月
に
社
説
も
書
い
て
い
る
が
、
上
原
時
代
に
署
名
つ
き
で
社
説
を
書
い
た
の
は
、
有
賀
長
雄
の
ほ
か
は
重
徳
だ
け
で

あ
る
。

（
３３
）
神
川
の
経
歴
に
つ
い
て
は
「
神
川
先
生
略
歴
及
著
作
目
録
」（
植
田
捷
雄
編
『
近
代
日
本
外
交
史
の
研
究－

神
川
先
生
還
暦
記
念－

』
有
斐
閣
、

一
九
五
六
年
に
所
収
）
を
参
照
。

（
３４
）
『
東
京
帝
国
大
学
五
十
年
史
』
下
冊
、
一
九
三
二
年
、
七
二
三
頁
。

（
３５
）
第
二
四
巻
二
八
〇
号
か
ら
第
三
一
巻
三
六
四
号
ま
で
。
た
だ
し
そ
の
間
に
、
神
川
は
海
外
留
学
を
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
名
前
の

み
で
、
実
際
に
は
執
筆
し
て
い
な
い
号
も
含
ま
れ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

（
３６
）
神
川
彦
松
「
外
交
時
報
と
私
（
�
）」〔
１１５５
〕
三
〇
頁
。

（
３７
）
蜷
川
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
蜷
川
新
「
私
の
歩
ん
だ
道
」（
同『
天
皇－

誰
が
日
本
民
族
の
主
人
で
あ
る
か－

』光
文
社
、
一
九
五
二
年〔
二
〇
〇
四
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年
に
長
崎
出
版
よ
り
覆
刻
〕
に
所
収
）。
一
又
正
雄
『
日
本
の
国
際
法
学
を
築
い
た
人
々
』
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九
七
三
年
、
一
五
六－

一

五
七
頁
、
お
よ
び
秦
郁
彦
編
『
日
本
近
現
代
人
物
履
歴
事
典
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
三
九
〇－

三
九
一
頁
（「
蜷
川
新
」
の
項
）
を

参
照
。

（
３８
）
西
山
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
外
務
大
臣
官
房
人
事
課
『
外
務
省
年
鑑
』
大
正
十
二
年
版
、
外
務
大
臣
官
房
人
事
課
、
一
九
二
三
年
（
一
九
九
九

年
に
ク
レ
ス
出
版
よ
り
覆
刻
）
三
三
六
頁
。『
九
州
大
学
五
十
年
史
』
学
術
史
下
巻
、
一
九
六
七
年
、
三
二
八
お
よ
び
三
七
六
頁
。

（
３９
）
有
川
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
円
地
与
四
松
「
遺
稿
編
纂
記
」（
有
川
治
助
『
ジ
ョ
ン
・
デ
イ
・
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー－

人
及
び
そ
の
事
業－

』
昭
和

図
書
、
一
九
三
九
年
に
所
収
）。
出
身
地
と
東
京
帝
大
の
卒
年
に
つ
い
て
は
『
東
京
帝
国
大
学
一
覧－

従
大
正
四
年
至
大
正
五
年－

』
東
京
帝
国
大

学
、
一
九
一
六
年
、
学
士
及
卒
業
生
姓
名
一
〇
三
頁
。

（
４０
）
た
だ
し
寄
稿
の
時
期
を
み
る
と
、
外
交
官
が
上
原
時
代
の
半
ば
（
一
九
一
七
年
ご
ろ
）
か
ら
登
場
す
る
の
に
対
し
、
本
文
に
挙
げ
た
政
治
家
に

つ
い
て
は
、
半
沢
玉
城
が
同
誌
の
編
輯
人
と
な
っ
た
、
上
原
時
代
の
末
期
（
一
九
二
〇
年
四
月
以
降
）
に
寄
稿
を
始
め
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
推
測

す
れ
ば
、
政
治
家
の
寄
稿
に
関
し
て
は
、
上
原
よ
り
も
半
沢
の
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

（
４１
）
た
だ
し
「
外
国
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
の
翻
訳
や
抄
訳
も
、
署
名
記
事
に
含
め
る
か
」
ま
た
「
一
九
二
〇
年
九
月
以
前
の
『
欧
米
時
報
』
や

『
支
那
時
報
』
の
小
項
目
を
計
算
に
含
め
る
か
」
な
ど
に
よ
り
、
こ
の
数
字
に
は
若
干
の
変
動
が
起
り
う
る
。
本
文
に
挙
げ
た
数
字
は
、
前
者
に
つ

い
て
は
一
九
一
七
年
以
降
の
「
海
外
論
叢
」
の
論
文
の
み
を
署
名
記
事
に
含
め
、
後
者
に
関
し
て
は
す
べ
て
除
外
し
た
う
え
で
算
出
し
た
も
の
で

あ
る
。

（
４２
）
し
か
も
時
報
欄
に
関
し
て
も
、
当
初
（
一
九
二
〇
年
九
月
以
前
）
は
担
当
者
を
明
記
す
る
方
針
を
採
っ
て
い
た
。

（
４３
）
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
方
針
転
換
を
記
録
し
た
史
料
や
社
告
は
見
当
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
も
誌
面
の
分
析
を
通
じ
た
、
筆
者
の
推
測
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。

（
４４
）
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
共
著
の
記
事
（
一
九
二
〇
年
九
月
以
前
の
「
欧
米
時
報
」
と
「
支
那
時
報
」）
に
関
し
て
、
編
数
を
執
筆
者
数
で
割
っ

た
数
字
を
使
っ
て
計
算
し
た
（
通
常
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、「
は
じ
め
に
」
の
註
（
１３
）
を
参
照
）。

（
４５
）
「
対
独
最
後
通
牒
」〔
２３６
〕
九
頁
。

（
４６
）
矢
野
仁
一
は
本
稿
発
表
当
時
、
京
都
帝
大
文
科
大
学
の
助
教
授
（
東
洋
史
）
だ
っ
た
が
、
そ
の
と
き
の
同
大
学
東
洋
史
学
第
一
講
座
の
担
当
教

授
が
、
内
藤
虎
次
郎
で
あ
っ
た
。

（
４７
）
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
岡
本
俊
平
が
要
約
し
、
分
析
を
加
え
て
い
る
（
岡
本
俊
平
「
日
本
知
識
人
の
米
中
関
係
観－

石
橋
湛
山
と
半

沢
玉
城－

」〔
細
谷
千
博
・
斎
藤
真
編
『
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
と
日
米
関
係
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
に
所
収
〕
二
六
〇－

二
六
一
頁
）。
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（
４８
）
一
記
者
「
編
輯
便
り
」〔
３７７
〕
一
〇
九
頁
。

（
４９
）
同
右
。
部
数
増
加
に
関
す
る
記
述
は
、
第
三
二
巻
三
八
三
号
お
よ
び
同
巻
三
八
七
号
（
上
原
時
代
の
最
終
号
）
の
「
編
輯
便
り
」
に
も
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
５０
）
第
三
二
巻
三
八
三
号
巻
頭
禀
告
。

（
５１
）
一
記
者
「
編
輯
便
り
」〔
３８７
〕
一
二
五－

一
二
六
頁
。

（
５２
）
朝
日
新
聞
社
社
史
編
修
室
『
朝
日
新
聞
編
年
史－

大
正
六
年－

』
朝
日
新
聞
社
社
史
編
修
室
、
一
九
六
八
年
、
一
八－

二
二
頁
。
双
方
の
主
張

は
『
外
交
時
報
』
第
二
六
巻
三
〇
八
号
お
よ
び
同
巻
三
〇
九
号
、
ま
た
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
一
七
年
九
月
四
日
、
六
日
、
八
日
、
一
一
日
号

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
５３
）
当
時
の『
東
京
朝
日
新
聞
』の
発
行
部
数
に
つ
い
て
は
、『
朝
日
新
聞
社
史
』資
料
編
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
五
年
、
三
二
〇
頁
。
な
お
一
九
二
〇

年
七
月
の
一
記
者
「
編
輯
便
り
」〔
３７６
〕
に
も
「
紳
士
の
書
斎
に
本
誌
の
合
本
を
認
め
ざ
る
は
稀
れ
な
る
べ
く
又
外
交
調
査
会
の
外
交
意
見
が
、
屡
々

本
誌
を
資
料
と
せ
ら
れ
た
る
は
蔽
れ
た
る
事
実
に
候
」
と
あ
る
（
一
〇
一
頁
）。

（
５４
）
吉
野
作
造
は
、
こ
の
頃
は
す
で
に
『
外
交
時
報
』
に
は
寄
稿
し
て
い
な
い
も
の
の
、
た
と
え
ば
彼
と
親
し
い
関
係
に
あ
り
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
主
義

に
対
し
て
も
好
意
的
な
受
け
止
め
方
を
し
て
い
た
米
田
実
は
、
当
時
も
そ
の
後
も
、
同
誌
の
常
連
寄
稿
者
の
立
場
に
あ
っ
た
（
吉
野
と
米
田
の
ウ
ィ

ル
ソ
ン
主
義
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
信
哉
・
杉
山
肇
「
米
田
實
の
対
米
認
識
」
〔
長
谷
川
雄
一
編
著
『
大
正
期
日
本
の
ア
メ
リ
カ
認
識
』

慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
に
所
収
〕
一
九
四－

一
九
九
頁
を
参
照
）。

（
５５
）
米
田
、
前
掲
論
文
〔
７７６
〕
二
七
八
頁
。

（
５６
）
牧
野
義
智
『
支
那
の
外
交
関
係
』
下
巻
、
外
交
時
報
社
出
版
部
、
一
九
二
〇
年
。

（
５７
）
山
口
武
『
暹
羅
』
外
交
時
報
社
、
一
九
二
一
年
。

（
５８
）
第
三
三
巻
三
九
七
号
巻
末
社
告
。

（
５９
）
な
お
一
九
二
一
年
三
月
一
日
号
か
ら
は
、
奥
付
に
「
五
一
六
八
六
番
以
外
の
口
座
は
無
効
」
と
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

（
６０
）
た
だ
し
、
譲
渡
は
前
触
れ
な
く
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
半
沢
が
正
式
に
同
誌
の
発
行
人
兼
編
輯
人
と
な
っ
た
、
一
九
二
〇
年
の
四
月
ご
ろ

か
ら
、
半
年
あ
ま
り
の
準
備
期
間
を
経
て
実
行
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
う
考
え
る
こ
と
で
、
予
め
新
し
い
振
替
口
座
が
用
意
さ
れ
て
い
た
事

実
も
、
説
明
が
つ
く
こ
と
に
な
る
。

（
６１
）
紀
平
正
美
『
国
民
道
徳
の
概
念
』
兵
書
出
版
社
、
一
九
二
三
年
。

（
６２
）
註
（
５７
）
で
紹
介
し
た
『
暹
羅
』
の
ほ
か
、
一
九
二
一
年
に
は
片
倉
藤
次
郎
『
ウ
イ
ル
ソ
ン
奮
闘
史
』
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
上
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原
時
代
の
企
画
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
次
に
外
交
時
報
社
が
書
籍
を
出
版
し
た
の
は
一
九
二
五
年
六
月
で
（
松
原
一
雄
纂
輯
・
立
作
太
郎
校
閲
『
国

際
条
約
集
』）、
そ
こ
に
四
年
の
空
白
が
存
在
す
る
。

（
６３
）
加
藤
、
前
掲
書
、
三
五
頁
。

（
６４
）
次
章
で
触
れ
る
よ
う
に
、
半
沢
玉
城
の
入
社
が
一
九
一
八
年
ご
ろ
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
上
原
時
代
の
後
期
に
お
け
る
発
展
は
、
上
原
よ

り
も
、
む
し
ろ
半
沢
の
努
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
半
沢
の
手
腕
を
評
価
し
、
彼
に
活
躍
の
場
を
与
え
た
の

が
上
原
で
あ
る
こ
と
も
、
ま
た
紛
れ
の
な
い
事
実
で
あ
る
。

（
６５
）
第
二
四
巻
二
八
六
号
巻
頭
禀
告
。
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